
- 1 - 

令和６年第１回藍住町議会定例会会議録（第１日） 

令和６年３月６日藍住町議会定例会は、藍住町議会議事堂に招集された。 
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   議会事務局長 島川 紀子          主査  細川 佳代 

４ 地方自治法第１２１条の規定に基づく説明者 

町長 髙橋 英夫 

副町長 吉成 浩二 

教育長 青木 秀明 

教育次長 藤原 あけみ 

会計管理者 堀川 真由美 

理事兼総務企画課長 小川 哲央 

福祉課長 深見 亜喜 

税務課長 堺  政仁 

健康推進課長 大地 亜由美 

保健センター所長 宮本 洋子 

社会教育課長 橋本 清臣 
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生活環境課長 鈴木 恵子 
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５ 議事日程  

 （１）議事日程（第１号） 

第１  会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 町長の所信表明 

第４ 議第４号 令和５年度藍住町一般会計補正予算について 

第５ 議第５号 令和５年度藍住町特別会計（国民健康保険事業）補

正予算について 

第６ 議第６号 令和５年度藍住町特別会計（介護保険事業）補正予

算について 

第７  議第７号 令和５年度藍住町特別会計（介護サービス事業）補

正予算について 

第８  議第８号 令和５年度藍住町特別会計（後期高齢者医療事業）

補正予算について 

第９  議第９号 令和６年度藍住町一般会計予算について 

第１０  議第１０号 令和６年度藍住町特別会計（国民健康保険事業）予

算について 

第１１  議第１１号 令和６年度藍住町特別会計（介護保険事業）予算に

ついて 

第１２  議第１２号 令和６年度藍住町特別会計（介護サービス事業）予

算について 

第１３  議第１３号 令和６年度藍住町特別会計（後期高齢者医療事業）

予算について 

第１４  議第１４号 令和６年度藍住町下水道事業会計予算について 

第１５  議第１５号 令和６年度藍住町水道事業会計予算について 

第１６  議第１６号 監査委員条例の一部改正について 

第１７  議第１７号 藍住町の職員の育児休業等に関する条例の一部改正

について 

第１８  議第１８号 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準
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を定める条例の一部改正について 

第１９  議第１９号 藍住町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の一部改正について 

第２０  議第２０号 藍住町国民健康保険税条例の一部改正について 

第２１  議第２１号 藍住町河川敷運動公園パークゴルフ場の設置及び管

理に関する条例の一部改正について 

第２２  議第２２号 藍住町介護保険条例の一部改正について 

第２３  議第２３号 藍住町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につ

いて 

第２４  議第２４号 藍住町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部改正について 

第２５  議第２５号 藍住町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部

改正について 

第２６  議第２６号 藍住町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正について 

第２７  議第２７号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

改正について 

第２８  議第２８号 町道の路線変更について 

第２９  議第２９号 指定管理者の指定について 

第３０  議第３０号 指定管理者の指定について 

第３１  報告第１号 令和６年度藍住町土地開発公社の事業計画について 
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令和６年藍住町議会第１回定例会会議録 

３月６日 

午前１０時開会 

○議長（米本義博君） おはようございます。本日は、令和６年第１回藍住町議会

定例会に御出席をくださいまして、ありがとうございます。 

 ただいまから、令和６年第１回藍住町議会定例会を開会します。 

 

○議長（米本義博君） これから、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

 

○議長（米本義博君） 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本会期の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、３番議員、元

木春香君及び４番議員、紙永芳夫君を指名します。 

 

○議長（米本義博君） 日程第２、「会期の決定」についてを議題にします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から３月２５日までの２０日間にしたい

と思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（米本義博君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日から３月２５日までの２０日間に決定しました。 

 

○議長（米本義博君） 日程第３、「町長の所信表明」を行います。 

髙橋町長の発言を許可します。 

髙橋町長。 

〔町長 髙橋英夫君登壇〕 

◎町長（髙橋英夫君） おはようございます。３月に入り、春の訪れを感じる季節

となってまいりました。本日、令和６年第１回定例会を招集いたしましたところ、

議員各位には、公私何かと御多用の中、御出席を賜り厚くお礼申し上げます。 

  今議会には、１年間の施策を盛り込んだ令和６年度の当初予算案などを提案いた

しておりますが、議長の許可をいただきましたので、議案の説明に先立ち主要施策

と町政に取り組む所信を申し上げ、一層の御理解を賜りたいと存じます。 
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初めに、１月に発生した能登半島地震によりお亡くなりになられた方々の御冥福

をお祈りするとともに、今なお厳しい環境の中で生活を余儀なくされている被災さ

れた多くの皆様に改めてお見舞いを申し上げます。 

本町といたしましても、県等と連携しながら被災自治体への職員派遣や物資の提

供など今後も可能な限り支援を継続してまいりますので、議員各位をはじめ町民の

皆様におかれましても、引き続き御理解と御協力をお願い申し上げます。 

さて、私は町長に就任以来、あらゆる世代の皆様に、藍住町に住んでよかった、

住み続けたいと思っていただけることが何より重要であると考え、今日までスピー

ド感を持って全力で取り組んでまいりました。今後ともその思いを具現化させるた

め、積極果敢に未来への挑戦を続けてまいります。 

まず、町政を取り巻く状況について申し上げます。昨年１２月に発表された国立

社会保障・人口問題研究所の日本の地域別将来推計人口によりますと、本町は２０

２０年に３５，２４６人だった人口が、２０５０年には３０，７４９人と４，５０

０人減少、さらに、人口に占める６５歳以上の割合は３７．３パーセントとなると

されております。人口減少、高齢化が加速度的に進む中、町の活力を保ち続けるた

めには、時代の変化に対応しつつ未来を見通した町政運営が必要であると考えてお

ります。 

 こうした考えのもと、令和６年度においては、物価高騰への支援、防災力強化な

ど、当面の課題に機動的に対応していくとともに、既存の価値観や慣例にとらわれ

ることなく、将来を見据えた課題解決にも鋭意取り組んでまいります。 

 まず、物価高対策についてであります。昨年５月に新型コロナウイルス感染症の

感染法上の位置付けが５類感染症に移行し、行動制限をはじめとする制約も緩和さ

れ、さまざまな行事や経済活動が再開される一方で、ロシアによるウクライナ侵攻

や円安の進行、産油国の減産などから物価の高騰が続いており、長引く物価高騰の

影響は私たちの暮らしや事業活動に大きな影響を及ぼしております。 

このような状況の中、本町では、現在、住民税非課税世帯に７万円の支給を実施

しており、さらには、今月から、低所得者への支援として住民税均等割のみ課税世

帯に１０万円の給付をはじめ、加えて、低所得の子育て世帯への子供１人当たり５

万円の加算給付開始に向け、準備を進めているところであります。 

また、子育て世帯の１８歳までの児童及び７５歳以上の高齢者に対して、４月か

ら御利用いただける５，０００円分の商品券を今月下旬よりお届けすることとして
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おり、厳しい経済環境下にある町民の皆様の生活支援や事業活動への影響緩和に迅

速かつ積極的に取り組んでまいります。 

 次に、防災対策についてであります。本町にも甚大な被害が想定されている南海

トラフ巨大地震については年々発生確率が高まっており、その対策は急務でありま

す。そこで、災害時の機能強化を図るため、１月には、災害対策本部を設置する合

同庁舎において太陽光発電の運用を開始いたしました。次年度には、発災時に廃棄

物の受入態勢等を確保するため、西クリーンステーションに太陽光発電設備を設置

いたします。 

 また、災害物資集配拠点施設として、新たに防災備蓄倉庫を整備し、防災力の向

上を図ってまいります。さらには、地震時などに倒壊のおそれのある危険なブロッ

ク塀の除却工事に対して補助事業を実施することといたします。 

 一方、東中富桜づつみ公園のバーベキューエリア整備工事については順調に進捗

し、今月半ば頃には、ほぼ完了の見込みとなっております。その後、諸準備、管理

体制を整え、７月にオープンを予定しております。 

次に、子ども子育て支援についてであります。国においては、少子化は我が国が

直面する最大の危機であると警鐘を鳴らし、異次元の少子化対策を進めることとし

ています。本町といたしましても、こども家庭支援室と子育て世代包括支援センタ

ーのそれぞれが担っている業務を一元化し、４月から、子育て世帯を包括的に支援

するこども家庭センターを設置いたします。児童福祉と母子保健の連携を強化し、

妊娠から出産、子育てまで切れ目ない支援を一層充実させてまいります。 

また、妊婦や子育て家庭が安心して出産、子育てできる環境を整えるため、妊娠

時に５万円、出産時に５万円、合計１０万円を給付する出産子育て応援給付金事業

を引き続き実施するとともに、子育てが一方のパートナーに偏るワンオペ育児を解

消するため、男性の育児参加を支援してまいります。具体的には、一定期間以上の

育児休業を取得し職場に復帰した男性に対し最大で５万円の奨励金を交付する制度

を創設し、男性の育児休業取得を促進してまいります。 

 次に、高齢者の健康増進についてであります。高齢者の皆様が心身ともに安心し

て健康でいきいきと暮らしていただけるよう、楽しく体力づくりや筋力アップに取

り組むことができるさまざまな事業を継続的に行ってまいります。 

 去る２月１日のフレイルの日には、ゆめタウン徳島において啓発イベントを開催

し、来場者の方にフレイル予防の３本柱である栄養や運動、社会参加を自己評価す
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るフレイルチェックなどを行っていただきました。昨年を大きく上回る来場者を迎

えることができ、次年度においても、引き続き開催することといたしております。 

 また、次年度には新たに音楽を活用した介護予防教室を実施することとしており、

認知機能や口腔機能改善を図る事業を開始いたします。加えて、令和７年度には、

いわゆる団塊の世代全てが７５歳以上となることを踏まえ、令和６年度から８年度

を計画期間とする第９期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画を策定し、本町にお

ける介護保険事業に係る基本的事項を定め、適切な介護サービスの提供、地域支援

事業の充実等を図ってまいります。今後とも、高齢者が住み慣れた地域や家庭で健

康に暮らし続けられる体制づくりに取り組んでまいります。 

次に、高齢者の移動支援についてであります。高齢者の移動支援については、外

出支援と地域公共交通を活用する意識の醸成を目的にタクシー券事業を行っており

ます。これまでの実施結果等を踏まえ、次年度からは、これまでの対象要件であっ

た要介護認定を受けていないことを撤廃し、７５歳以上の全ての方を対象者といた

します。これまで以上に高齢者の皆様がより一層利用しやすい事業となるよう取り

組んでまいります。 

 次に、学校教育の充実についてであります。コロナ禍により中止が続いておりま

した中学生の海外派遣事業について、ようやく再開することができ、次年度におい

ても、今年度と同様に１２名をオーストラリアに派遣いたします。 

また、中学生の英語力向上を目的に実施している実用英語技能検定、英検の受験

料補助についても引き続き実施してまいります。 

 さらには、今年度の冬休み期間に試験的に図書館内に設置した自習スペースにつ

いて、利用した学生や図書館利用者から高い評価をいただいており、３月の春休み

以降は通年で図書館に自習スペースの設置を試行し、常設にあたっての課題等を洗

い出したいと考えております。引き続き、無限の可能性を持つ子供たちの学びの意

欲を後押ししてまいります。 

 次に、空き家対策についてであります。近年、少子高齢化や核家族の増加、ある

いは既存の住宅、建築物の老朽化などに伴い、居住その他の使用がなされていない

空き家等が増加しております。このような空き家の中には、適切な管理が行われて

おらず、防災、防犯機能の低下、不法投棄の誘発、火災発生などの問題が懸念され

ております。こうした状況を踏まえ、平成３０年度に策定した空き家等対策計画の

見直しを行うため、次年度には空き家等実態調査を行い、空き家化の予防、適正な
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管理、利活用等の視点を含めた総合的な計画策定に向けて取り組んでまいります。 

次に、新たな施設、世代間交流施設の整備についてであります。老朽化が進む老

人福祉センター藍翠苑と勤労女性センターの機能を複合化した世代間交流施設の整

備については、建てかえに必要な用地取得が全て完了し、現在は各種団体へのアン

ケート調査結果を踏まえ、次年度に着手する基本計画、設計に向けた検討を進めて

いるところであります。 

 次に、インフラ整備についてであります。本町が管理する道路延長は約２５０キ

ロメートルであり、商業、物流などの経済活動を担う幹線道路や地域住民を支える

生活道路などさまざまな役割を担っております。一方、町内の道路の多くは老朽化

が進んでおり、限られた予算の中でいかに効率的に維持補修していくかが課題であ

ります。そこで、国費を活用し町道の路面性状調査を行い、その結果をもとに舗装

の劣化度を把握し、舗装修繕による予防保全、優先路線の順位付けや補修工法の選

定、事業費の平準化など計画的な維持修繕を促進するため、舗装個別施設計画の策

定に取り組んでまいります。 

 また、水道事業については、災害時に備え、施設の耐震化をはじめ応急給水方法

の検討や水道施設の速やかな復旧に関する体制の確立等が重要であります。このた

め、非常時でも良質で安全な水の持続的供給を維持できるよう、第２浄水場の更新

工事など、これまで以上に災害時を見据えた取組を進めてまいります。 

 最後に、藍の魅力発信についてであります。藍の館で藍の歴史を学び、藍染めを

体験し、奥村家西座敷で藍商人にまつわる料理を食べ、阿波踊りでおもてなしをす

る、藍の歴史、文化を存分に堪能していただく訪日観光客向けのツアーが完成いた

しました。地域経済にも好影響が期待できる高付加価値の旅行商品として、２月か

ら販売を開始しております。 

また、本町をはじめとする日本遺産認定地域が協力し、日本遺産ブランドの商品

開発を進めており、友好都市である山形県河北町などと連携し、藍と紅で染めあげ

たネクタイやスカーフなどの作製を行いました。今後は、これらの製品の販売も進

めていく予定としております。今後とも本町の誇るべき文化資源である藍の魅力に

磨きをかけ、国内外から多くの方々に訪れていただけるよう取り組んでまいります。 

本町においては、これまで発展を支えてきた人口増加に陰りが見え始めており、

今後、厳しい財政運営を余儀なくされることが想定されます。このため、町の将来

像を展望し、今、実施しておかなければならない事業に取り組むことで持続可能な
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行財政運営につなげてまいります。そして、これまで以上に町民の皆様に親しまれ、

信頼される役場の組織づくりに努めてまいります。 

以上、私の町政に臨む姿勢と主要施策の取組方針を申し上げましたが、議員各位

におかれましては、この意をお酌み取りいただき今後の町政運営に一層の御理解と

御協力を賜りますよう、重ねてお願い申し上げまして、所信表明といたします。 

 

○議長（米本義博君） 日程第４、議第４号「令和５年度藍住町一般会計補正予算

について」から日程第３０、議第３０号「指定管理者の指定について」までの２７

議案及び日程第３１、報告第１号「令和６年度藍住町土地開発公社の事業計画につ

いて」を一括議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 髙橋町長。 

〔町長 髙橋英夫君登壇〕 

◎町長（髙橋英夫君） 議長から提案理由の説明を求められましたので、これより

本日提案いたしました議案のうち主なものについて、提案理由を申し上げてまいり

ます。 

議第４号「令和５年度藍住町一般会計補正予算について」は、歳入歳出とも２億

４，４００万円減額し、予算総額を１３２億１，６００万円とするものであります。

補正内容は、年度末が近いことから実績見込みにより歳入歳出の増減に伴う調整を

行っております。補正の主な項目は、総務費で合同庁舎再生可能エネルギー設備工

事、世代間交流施設整備事業で１億９，７２７万２，０００円減額。民生費でエネ

ルギー食料品等価格高騰重点支援給付金事業、障害者給付費で５，１９１万９，０

００円増額。衛生費で新型コロナウイルスワクチン接種事業、合併浄化槽補助事業

費で１億６，７４５万６，０００円減額。農林水産業費で地積調査事業で９２６万

２，０００円増額。教育費で勝瑞城館跡整備事業、文化ホール事業で２，１１９万

５，０００円減額であります。歳入の主な補正では、町税９，７６５万、地方消費

税交付金７，７００万円、地方交付税８，５６２万６，０００円それぞれ増額、国

庫支出金１億６８８万１，０００円、繰入金４億４，６８１万４，０００円それぞ

れ減額であります。 

なお、繰越明許費として、事業の進捗状況にもよりますが、現時点で２４件の事

業、総額で約４億９，０００万円を令和６年度に繰り越す予定にしております。 
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議第５号から議第８号は各特別会計において、実績見込みにより所要の補正を行

うものであります。 

議第９号「令和６年度藍住町一般会計予算について」は、前年度当初より４，０

００万円の増額となり予算総額を１２３億４，０００万円とするものであります。

歳出の主な項目は、議会費では議場音響設備改修事業で約１，０００万増額。総務

費では総務管理費で合同庁舎再生可能エネルギー設備工事竣工により約１億３，０

００万円減額。民生費では後期高齢者医療事業、子ども子育て支援補助事業で約２

億円増額。衛生費では予防対策費で新型コロナワクチン接種業務委託終了により約

２億４，０００万円減額、西クリーンステーション管理費で再生可能エネルギー設

備工事で約１億３，０００万円増額。農林水産業費では地積調査事業費で約３，０

００万円減額。消防費では常備消防費、危機管理対策費で約１億１，０００万円増

額。教育費では学校教育総務費でプールろ過器修繕工事竣工により約３，０００万

円減額、図書館費でトイレ改修工事竣工により約１，０００万円減額。公債費では

償還金で約２，０００万円増額となっております。歳入の主な項目では、対前年比

で町税約７，０００万円、株式等譲渡所得割交付金１，０００万円、地方交付税２

億円、繰入金約１億８，０００万円それぞれ増額。国庫支出金約９，０００万円、

町債約３億４，０００万円それぞれ減額となっております。 

議第１０号「令和６年度藍住町特別会計（国民健康保険事業）予算について」は、

前年度と比較して１億８万円の減額で３４億８５２万円とするものであります。 

議第１１号「令和６年度藍住町特別会計（介護保険事業）予算について」は、前

年度と比較して９，１６８万８，０００円の増額で予算総額を３１億４０１万８，

０００円とするものであります。 

議第１２号「令和６年度藍住町特別会計(介護サービス事業）予算について」は、

前年度と比較して１２０万円の増額で予算総額を１，２４０万円とするものであり

ます。 

議第１３号「令和６年度藍住町特別会計（後期高齢者医療事業）予算について」

は、前年度と比較して４，２８０万７，０００円の増額で予算総額を４億９，４０

０万円とするものであります。 

議第１４号「令和６年度藍住町下水道事業会計予算について」は、収益的収入で

は３億９，０９９万円、収益的支出では３億６，７３９万２，０００円、資本的収

入においては２億１，００１万２，０００円、資本的支出では３億９３０万円とす
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るものであります。 

議第１５号「令和６年度藍住町水道事業会計予算について」は、収益的収入で５

億３，９６６万５，０００円、収益的支出で５億２，２１３万３，０００円、資本

的収入においては５０２万円、資本的支出では３億９，１２５万円とするものであ

ります。 

議第１６号「監査委員条例の一部改正について」は、地方自治法の一部を改正す

る法律の公布に伴い所要の改正をするものであります。 

議第１７号「藍住町の職員の育児休業等に関する条例の一部改正について」は、

地方自治法の一部改正により育児休業を取得している会計年度任用職員に対する勤

勉手当の支給について所要の改正を行う必要があるため条例の一部を改正するもの

であります。 

議第１８号「単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の

一部改正について」は、地方自治法の一部改正により会計年度任用職員に対し勤勉

手当の支給を可能とするため条例の一部を改正するものであります。 

議第１９号「藍住町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改

正について」は、正規職員との均衡を図るため期末手当支給率を引き上げるととも

に、地方自治法の一部改正に伴い会計年度任用職員に対し勤勉手当の支給を可能と

するため条例の一部を改正するものであります。 

議第２０号「藍住町国民健康保険税条例の一部改正について」は、国民健康保険

税の賦課方式のうち資産割を廃止し各賦課方式の税率を改正する必要があるため条

例の一部改正を行うものであります。 

議第２１号「藍住町河川敷運動公園パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例

の一部改正について」は、使用料の額を指定管理者が定めることができることとし

その額の上限を定める必要があるため条例の一部改正を行うものであります。 

議第２２号「藍住町介護保険条例の一部改正について」は、第９期介護保険事業

計画及び高齢者福祉計画の策定に伴い第１号被保険者の介護保険料を改正するもの

であります。 

議第２７号「企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について」

は、地方自治法の一部改正により会計年度任用職員に対し勤勉手当の支給を可能と

するため条例の一部を改正するものであります。 

議第２８号「町道の路線変更について」は、起終点を変更する必要が生じた４路
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線を変更するものであります。 

議第２９号「指定管理者の指定について」は、藍住町河川敷運動公園パークゴル

フ場の指定期間が満了を迎えることとなり指定管理者を公募したところ日本道路株

式会社徳島営業所から応募があり、審査等を実施した結果、管理者として適正と認

め指定管理者に指定することについて議会の議決をお願いするものであります。 

議第３０号「指定管理者の指定について」は、藍住町町民体育館、藍住町体育セ

ンター、藍住町武道館、藍住町民テニスコート場の指定期間が満了を迎えることと

なり指定管理者を公募したところ特定非営利活動法人あいずみスポーツクラブから

応募があり、審査等を実施した結果、管理者として適正と認め指定管理者に指定す

ることについて議会の議決をお願いするものであります。  

以上、本日、提案いたしました議案のうち主なものについて、その理由と概要を

申し上げてまいりましたが、予算に関する議案、条例の改正あるいは町道の路線変

更など行政運営に関わるもの、住民生活に直結したものなどであります。何とぞ十

分御審議の上、全議案について原案どおりお認めをいただきますようお願い申し上

げます。 

また、これらの議案のほか報告案件として藍住町土地開発公社の令和６年度事業

計画を添付し報告させていただいております。後ほど御覧をいただき、一層の御理

解を賜りますよう重ねてお願いを申し上げ提案理由の説明といたします。 

 

○議長（米本義博君） ただいま議題となっています議第４号から議第３０号まで

提案理由の説明がありました。上程されております２７議案について質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

○議長（米本義博君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっております２７議案は、会議規則第３９条第

１項の規定により、それぞれの所管の常任委員会に付託して、十分審査をしていた

だきたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（米本義博君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議第４号から議第３０号までの各議案は、お手元に配りました議案

付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託することに決定しました。 
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○議長（米本義博君） 以上で、本日の日程は終了しました。 

 お諮りします。議案調査、委員会審査のため３月７日から３月１８日までの１２

日間を休会としたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（米本義博君） 異議なしと認めます。 

  したがって、３月７日から３月１８日までの１２日間を休会とすることに決定し

ました。 

  なお、次回本会議は、３月１９日午前１０時、本議場において再開いたしますの

で、御出席をお願いします。 

本日は、これで散会します。  

  午前１０時３４分散会 
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令和６年第１回藍住町議会定例会会議録（第２日） 

令和６年３月１９日藍住町議会定例会は、藍住町議会議事堂において再開された。 

１ 出席議員 

１番議員 栗島 和義 ９番議員 森  伸二 

２番議員 新居 純一 １０番議員 小川 幸英 

３番議員 元木 春香 １１番議員 林   茂  

４番議員 紙永 芳夫 １２番議員 奥村 晴明 

５番議員 竹内 君彦 １３番議員 佐野 慶一  

６番議員 永浜 浩幸 １４番議員 森  志郎 

７番議員 前田 晃良 １５番議員 鳥海 典昭 

８番議員 宮本 影子 １６番議員 米本 義博 

２ 欠席議員 

     なし 

３ 議会事務局出席者 

   議会事務局長 島川 紀子          主査  細川 佳代 

４ 地方自治法第１２１条の規定に基づく説明者 

町長 髙橋 英夫 

副町長 吉成 浩二 

教育長 青木 秀明 

教育次長 藤原 あけみ 

会計管理者 堀川 真由美 

理事兼総務企画課長 小川 哲央 

福祉課長 深見 亜喜 

税務課長 堺  政仁 

健康推進課長 大地 亜由美 

保健センター所長 宮本 洋子 

社会教育課長 橋本 清臣 

住民課長 山瀬 佳美 

生活環境課長 鈴木 恵子 

建設産業課長 長楽 浩司 

上下水道課長 増原 浩幸 
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５ 議事日程 

  議事日程（第２号） 

第１ 一般質問 

  

 

３番議員 元木 春香 

１０番議員 小川 幸英 

２番議員 新居 純一 

６番議員 永浜 浩幸 

１１番議員 林      茂 
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令和６年藍住町議会第１回定例会会議録 

３月１９日 

午前１０時開議 

○議長（米本義博君） おはようございます。ただいまから、本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

                                                  

○議長（米本義博君） 日程第１、「一般質問」を行います。一般質問の通告があ

りましたのは、５名であり、これより既定の順序により一般質問を許可します。 

また、あらかじめお願いをしておきます。質問時間は 1 時間となっております。

質問者は、通告内容に基づき、質問の趣旨を明確にして質問してください。理事者

は、質問内容に的確に答弁をするようお願いします。 

 

○議長（米本義博君） それでは、まず初めに３番議員、元木春香君の一般質問を

許可します。 

元木春香君。 

〔元木春香君登壇〕 

●３番議員（元木春香君） 議長の許可をいただきましたので、一般質問を行いま

す。 

まずは、投票率について質問させていただきます。投票率が低い徳島県になりま

すが、２０２１年度の町長選では４４パーセント、今回の町議選では４０パーセン

トという、ほかの自治体と比べても極めて低い結果となりました。 

また、本町は人口も増加傾向であり、平均年齢が４５．６歳とほかの自治体と比

較しても若い傾向であることから、施策など、中長期的な目線で現役世代に向けて

町政に関心を持ってもらう必要があります。そういった意味では若くて本当にやる

気のある方にも選挙に出馬しやすいような工夫、例えばお金をかけない選挙などが

必須条件となります。今後、投票率を上げるための対策や戦略などはありますか。 

○議長（米本義博君） 山瀬住民課長。 

〔住民課長 山瀬佳美君登壇〕 

◎住民課長（山瀬佳美君） 元木議員の御質問のうち、今後、投票率を上げるため

の対策や戦略などがあるのかについてお答えします。議員御指摘にありましたとお
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り、令和３年の町長選挙におきましては投票率が４４．０６パーセント、本年２月

の町議会議員一般選挙では４０．１１パーセントと、いずれも前回の投票率を下回

り、過去最低の投票率を更新する結果となりました。地方選挙につきましては、本

町に限らず長期的な低落傾向が続いているといわれておりますが、その要因の一つ

として若年層の政治的無関心、選挙離れが指摘されているところであります。若年

層への啓発活動につきましては、二十歳のつどいの会場において新成人向けのリー

フレットを配布し投票参加を呼びかけるほか、小中学校の児童生徒を対象に夏休み

の課題の一つとして選挙啓発ポスターを募集し、将来を担う子供たちに対し主権者

としての自覚を促してまいりました。 

また、藍住町教育委員会が中心となり、令和４年度より中学生議会を開催してお

り、この経験が政治や選挙を身近なものとして感じていただけるよい機会となって

いると感じております。このほか、選挙の際には、臨時の広報を発行し選挙の周知

に努めるほか、明るい選挙推進委員さんの協力を得て、広報車による投票の呼びか

け等も行っております。いずれにいたしましても、若者をはじめ有権者の選挙に対

する関心を高めることは、選挙管理委員会の重要な役割であります。今後も引き続

き地道な啓発活動を続けるとともに、特に若者に向けた啓発活動を実施することで

投票率向上に努めてまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君起立〕 

●３番議員（元木春香君） 再問します。ほかの自治体の取組としては、徳島市で

は期日前投票で子供連れの方にお菓子や文房具などの記念品、鳴門市でも紙で作っ

た竹とんぼや塗り絵、投票をして帰る際には啓発物資としてウエットティッシュを

渡し、家族や周りの人に選挙に行ってきたと知ってもらえるように始めております。

隣の北島町では期日前投票にポケットティッシュの配布のほか、イラストで投票し

ている間違い探しのチラシを配布し、子供からでも選挙に慣れ親しんでもらえるよ

うにと聞きました。目的とは直接関係なくても、選挙に足を運んでもらえるような

工夫や努力をしていると思います。 

また、ある自治体の方からは、選挙管理委員会でできることはこのくらいまでが

限界で、本当に投票率を上げようと思ったら議員や首長などの政治の力を借りて連

携して取り組まないと、なかなか投票率なんて上げることはできないといった意見

もありました。 
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実際、先月２月の選挙期間中に町内の方からは、選挙管理委員会に番号を教えて

もらったと一本の電話が私にありました。その内容では、有権者として投票には行

きたいが誰に投票していいかがわからない、候補者の名前や写真、年齢、職業で決

めれるわけがないと言われました。そういった声は今回に限ったことではなく、以

前からよく耳にしますが、判断材料があまりにも少なすぎるといった意見です。そ

ういった点ではどうでしょうか。 

○議長（米本義博君） 山瀬住民課長。 

〔住民課長 山瀬佳美君起立〕 

◎住民課長（山瀬佳美君） 投票率向上の具体策についての再問にお答えします。

若年層向けの啓発につきましては、幼少期に親と一緒に投票所に行ったことがある

人のほうが、ない人と比べ投票した割合が高いという調査結果があることから、親

子で投票に行くことは、将来の投票参加に効果的であると考えられております。親

子連れ投票の促進につきましては、今までも学校を通じてチラシを配布するなど啓

発活動を行ってきたところですが、他の自治体では、親子連れ投票を体験した方に

記念品を渡すなど、より積極的な取組を行っているところもあるようです。今後は、

選挙をより身近に感じていただけるよう、他の自治体の取組等を参考にしながら調

査研究を行い、啓発を進めていきたいと考えております。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君起立〕 

●３番議員（元木春香君） 再々問します。冒頭でもお伝えしたとおり、本町は平

均年齢が４５．６歳と、ほかの自治体と比較しても若い傾向があります。今後いか

に偏りのない幅広い世代に情報発信をしていく必要があり、いくらでもやり方はあ

ると思いますが、例えばエーアイテレビや新聞、藍住町の広報やホームページ、公

式ラインなども最近導入されました。今あるもので情報発信をできる限りしていく

必要があると思いますが、その点についてはどうですか。 

○議長（米本義博君） 山瀬住民課長。 

〔住民課長 山瀬佳美君起立〕 

◎住民課長（山瀬佳美君） 議員がおっしゃられるとおり、広報とかライン、メー

ル等で今後も発信していけるように努力します。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君起立〕 
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●３番議員（元木春香君） よろしくお願いします。次の質問にまいります。投票

所までの。 

○議長（米本義博君） 元木君。 

   〔米本議長、演壇を指し示す〕 

●３番議員（元木春香君） あ、ごめんなさい。 

〔元木春香君登壇〕 

●３番議員（元木春香君） ありがとうございます。次の質問にまいります。２月

に行われた町議選の選挙期間中に、高齢者の方から遠くて投票所まで行けないとい

った声がありました。 

また、体にハンディキャップがある、障害のあるお持ちの方は、投票には障害、

介護タクシーを使うといった声もあります。投票所までの交通手段がない方への対

策をお伺いします。 

○議長（米本義博君） 山瀬住民課長。 

〔住民課長 山瀬佳美君登壇〕 

◎住民課長（山瀬佳美君） 次に、元木議員の投票所までの交通手段がない方への

対策につきましてお答えいたします。投票所や期日前投票所への移動が困難な有権

者につきましては、公職選挙法において一定の要件を満たす場合に限られますが、

自宅での郵便による不在者投票が認められております。これは身体障害者手帳、戦

傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方で、両下肢機能障害１級また

は２級、要介護５などの方が郵便で投票できる制度です。制度の利用につきまして

は事前の申請が必要となりますので、今後も制度の周知について努めてまいりたい

と考えております。 

また、町内には現在９か所の投票所がございますが、車椅子の設置やスロープの

整備等、投票環境の向上についても取り組んでおり、これからも皆様が投票しやす

い環境づくりに努めていきたいと考えております。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君起立〕 

●３番議員（元木春香君） 再問します。先ほど、今おっしゃられた申請が必要だ

ということなんですけれども、多分、高齢者の方だとそういう申請とかが多分わか

りにくいと思うんですよね。もういった、もうちょっとその何ていうんでしょう、

わかりやすいやり方というか、考えられた方がいいと思うんですけれども、どうで
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すか。 

○議長（米本義博君） 山瀬住民課長。 

〔住民課長 山瀬佳美君起立〕 

◎住民課長（山瀬佳美君） わかりやすいというと、広報等で、その郵便投票とか、

入院とか入所施設とか入所とかされている方についての広報とかはしているのです

が、そのやり方等でしょうか。 

〔元木議員、「はい。」の声あり〕 

◎住民課長（山瀬佳美君） 一応あの、個別に相談を受けたらその方については説

明はしておるんですが、施設入所されている方については選挙管理委員会が指定し

ている病院とか老人ホームとかで不在者投票がすることができるとか、あと、その

郵便投票についても広報とかでは案内はしておりますし、それに該当しない場合で

もほかの各種サービスが受けられる場合もございますので、そのことについては担

当課のほうに御案内をしているところでございます。以上、答弁とします。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君起立〕 

●３番議員（元木春香君） 再々問します。よく選挙活動中にいわれたのが、よく

高齢者の方から巡回バスなどの利用をしてくれっていう声がすごく耳にしたんです

けれども、そういったことは考えていらっしゃいますか。 

○議長（米本義博君） 山瀬住民課長。 

〔住民課長 山瀬佳美君起立〕 

◎住民課長（山瀬佳美君） 藍住町は面積１６キロで、その中で９か所の投票所が

ございまして、比較的まあ距離も近いということもありまして、今のところ巡回バ

ス等は考えておりません。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君登壇〕 

●３番議員（元木春香君） ありがとうございます。巡回バスは今、言っていただ

いた答えになると思うんですけれども、非常によく町民の方から声が上がっていま

す。ぜひ検討をお願いいたします。 

続いての質問にまいります。来年１２月には町長選を控えておりますが、どのよ

うに投票率を上げ、目標として何パーセントを目指しているのかをお伺いいたしま

す。 
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○議長（米本義博君） 山瀬住民課長。 

〔住民課長 山瀬佳美君登壇〕 

◎住民課長（山瀬佳美君） 次に、来年には町長選を控えているが、どのように投

票率を上げ、目標として何パーセントを目指しているかについてお答えします。さ

きにも答弁いたしましたが、有権者の選挙に関する関心を高め投票率を向上させる

ことは、選挙管理委員会の重要な役割の一つであると認識しております。しかしな

がら、選挙の際の有権者の投票行動は、その時々の候補者の状況、社会情勢、選挙

の争点、天候等、さまざまな要因によって大きく左右されるといわれております。

選挙管理委員会といたしましては、より多くの方に選挙に関心を持っていただき投

票に来てくださるよう引き続き地道な啓発活動を続けていくとともに、投票率向上

に努めてまいります。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君起立〕 

●３番議員（元木春香君） 再問します。冒頭でもお伝えしましたが、ある自治体

の方からは、選挙管理委員会でできることは、今おっしゃっていただいたとおり、

そのくらいまでが限界なんだと思います。本当に投票率を上げようと思ったら、議

員や首長などの政治の力を借りて連携して取り組まないと投票率は上げていくこと

ができないと意見があります。この点に関しては、町長の御意見をお伺いいたしま

す。 

○議長（米本義博君） 髙橋町長。 

〔町長 髙橋英夫君起立〕 

◎町長（髙橋英夫君） それでは、元木議員の再問にお答えいたします。私個人と

いたしましては、選挙の投票率に関しては、国政選挙や町長選挙、町議会議員選挙

に限らず、全ての選挙において、投票率がアップすることが望ましいと考えており

ます。私も投票率については関心を持っており、いろいろと調べてみますと、最近

の国政選挙で山形県は２０２２年の参議院選挙まで４回連続で投票率全国一位であ

りました。また、山形県は全ての世代で最も高い投票率となっております。山形県

のこの選挙管理委員会の調査によりますと、これまでのアンケートで投票に行った

１８歳の８割が親も投票しており、逆に親が行かなかった場合は投票率が５パーセ

ント以下だったという結果が出ております。親世代も政治に関心を持ち、それが子

供に今、引き継がれているのだろうと思います。やはり重要なのは、そもそも政治
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や民主主義の重要性を肌で感じてもらう機会を増やすことが大切であると思いま

す。そして、周りの友人や大人もみんな投票に行っているという当たり前感を醸成

することも重要であると思います。 

現在、本町でも主権者教育に力を入れているところではありますが、投票率に反

映されるまでには、かなりの時間が必要とするのではないかと思います。先ほど申

し上げました機運を醸成する取組や主権者教育というのは今後も進めてまいりたい

と考えておりますが、投票率の目標設定とかについては少し難しいかと思います。

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君起立〕 

●３番議員（元木春香君） 今おっしゃっていただいた点について、再々問します。

町長としては来年の１２月町長選を控えておりますが、目標として何パーセント目

指しておりますか。 

○議長（米本義博君） 髙橋町長。 

〔町長 髙橋英夫君起立〕 

◎町長（髙橋英夫君） 今、言いましたけれども、機運を醸成する取組とか主権者

教育というのはこれからも進めてまいりたいと考えておりますけれども、投票率の

目標設定というのは、これはもう難しいと思います。以上です。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君登壇〕 

●３番議員（元木春香君） ありがとうございます。目標設定が難しいということ

ですが、こういった議論の場で、やっぱりそういった少しでも数字を出すことは、

すごく大切なことだと思います。それを出さないっていうのはちょっとずるいのか

なって思いました。 

次に、待機児童について一般質問をさせていただきます。昨年度、令和５年度４

月時点での藍住町の待機児童数は、０名と公開されています。４月以降、途中入所

できなかった場合も、ごめんなさい。まず、すみません、待機児童についてちょっ

と説明させていただきます。 

待機児童とは、保護者が就労などを目的に認可保育園に申し込んだにもかかわら

ず、審査に落ちてしまい、認可保育園に入れなかった子供です。隠れ待機児童とは、

希望の認可保育園に入れず、仕方なく別の認可保育園や認可外保育園に入所しなが
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らも空きを待っている状態です。理由として、自宅や職場から遠すぎるといった送

迎時間の関係やきょうだい同士を同じ保育園に入れたい、育児休暇や求職活動中と

いった幅広い理由で待機児童からは除外されてしまったケースになります。昨年、

令和５年度４月時点で藍住町の待機児童数は、国や自治体の定義として０名と公開

されています。４月以降、途中入所できなかった場合も含めて、待機児童はいなか

ったのかという質問ですが、これに関しては請求いただきました資料が出ました。

令和４年度、５年度の２年間の認可保育園の各月ごとの待機児童数、隠れ待機児童

数、各年齢別の資料をいただきました。資料では、確かに令和４年度、５年度の４

月時点では待機児童が０名になっています。しかし、夏頃から徐々に増え始め、１

月から３月にかけて１００名近くの待機児童がおり、その中でも０歳児と１歳児が

より深刻な印象を受けますが、こちらで間違いはございませんか。 

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君登壇〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） ただいまの元木議員の御質問に対しまして答弁をいた

します。今年度の待機児童につきましては、以前、議員のほうにお渡しした資料の

とおりでございます。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君起立〕 

●３番議員（元木春香君） 再問します。来年度以降、保護者が希望する保育園へ

全ての子供たちが入園できるような施策を真剣に考えて取り組む必要があると思い

ます。もちろん、待機児童になる原因はいくつかあり、女性の社会進出や核家族化、

保育士不足など、さまざまな要因が絡み合い発生しております。その上で、今回の

資料請求では町内の保育士、幼稚園の教諭、非正規職員を含めた離職率や再雇用率

などがわかる確認書類も求めましたが、職員の雇用は福祉課では管理をしていない

という返答をいただきました。本町として、現在の保育士、幼稚園教諭の雇用状況

について、何か取り組まれていることはありますか。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。今のは再問ですか。新たな質問ですか。 

●３番議員（元木春香君） ごめんなさい。今の、次の質問ですね。ごめんなさい。

次の質問です。 

○議長（米本義博君） じゃあ、あの。 

●３番議員（元木春香君） あ、そうか、こっちか。 
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○議長（米本義博君） 前の質問者席に行って。 

●３番議員（元木春香君） すみません。はい。 

○議長（米本義博君） はい。 

〔元木春香君登壇〕 

●３番議員（元木春香君） 今、お伝えしたとおり、何か取り組まれていることは

ありますか。 

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君登壇〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） 元木議員の御質問に答弁をさせていただきます。町立

保育所及び幼稚園の保育士や教諭の雇用につきましては、児童福祉法第４５条及び

学校教育法第３条に規定される人員配置基準を踏まえ、必要な職員数の確保に努め

ております。必要とする職員は、年度当初の利用児童の状況により編成されるクラ

ス数で決められており、正規職員や再任用職員を配置した上で、基準を満たせない

場合には、会計任用職員、保育補助者を雇用することで保育体制を確保しておりま

す。慢性的な保育士不足が問題となっており、保育士の確保と定着が大きな課題で

あることは認識をしております。こうした中で、私立認可保育所では、給食の配膳

や清掃などの業務を行う保育支援者を雇用する保育体制強化事業や、保育士を目指

す学生アルバイトを資格取得後に雇用する未来の保育士定着促進事業など、積極的

な制度活用を進め、継続的な人員確保に努めております。保育士の雇用をはじめ、

保育需要の受け皿整備につきましては、国の政策を注視し、町としましてもできる

限り取り組んでまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君起立〕 

●３番議員（元木春香君） 再問します。限定的には言い切れませんが、処遇改善

と勤務環境の改善は必要だと思います。厚生労働省の資料として、保育士の現状と

主な取組があり、その中で、保育士として就業した者が退職した理由というものが

ありました。その中で最も多かったのは、現在は職場内の人間関係。続いて、賃金

が希望と合わない。その次に、最後、労働時間や仕事量が多いといった理由でした。

賃金についてや労働時間の短縮など、町として改善できることは何かありますか。 

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君起立〕 
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◎福祉課長（深見亜喜君） ただいまの質問に答弁をさせていただきます。保育士

の処遇改善につきましては、国の制度におきましても整備が進められております。

この制度に基づいて、町としましても保育士の負担を少しでも軽くなるような方法

を考えていきたいと考えております。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君起立〕 

●３番議員（元木春香君） 再々問します。私も踏み込んだ内容は、ちょっと私も

よくわからないんですけれども、例えば、福祉課と認可保育園がやっている報告書

とかですかね。私もよくわからないんですけれども、そういったのを省くようなこ

とっていうのはできるんですか。報告書とか。 

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君起立〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） ただいまの御質問にありました報告書とは、どういう

報告書なのか教えていただけますか。 

○議長（米本義博君） 吉成副町長。 

〔副町長 吉成浩二君起立〕 

◎副町長（吉成浩二君） 質問の整理ということで反問をさせていただきたいんで

すけど、報告書ということで今、お話がありましたが、どのような報告書なのかっ

ていうのをちょっと教えていただかないと答弁のしようがないと思うんですが、お

願いいたします。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君起立〕 

●３番議員（元木春香君） いや、私もどういった報告書があるのかは正直わから

ないんですよ。ただその、町と、その町のその福祉課とその町内の認可保育園がや

ってる報告書とかありますよね。私も報告書の内容はわからないんですよ。ほなけ

ど、例えば、そういう連絡を取り合っている仕事量の簡素化っていうことですね。 

○議長（米本義博君） 吉成副町長。 

〔副町長 吉成浩二君起立〕 

◎副町長（吉成浩二君） 特に何がっていうのでなくてですね。今のお話でしたら。

●３番議員（元木春香君） うんうん、そう。 

◎副町長（吉成浩二君） 何かその一般的なお話ということでお伺いしても。 
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●３番議員（元木春香君） そうです、はい。 

◎副町長（吉成浩二君） あの、福祉課長のほうに答弁させてもよろしいですか。 

●３番議員（元木春香君） はい。 

◎副町長（吉成浩二君） わかりました。結構です。 

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君起立〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） ただいまの御質問に答弁させていただきます。福祉課

としましては、認可保育所からさまざまな書類の提出をお願いしております。その

書類というものは、認可保育所として国や県が認めた必要な書類となっております

ので、その提出を求めております。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君登壇〕 

●３番議員（元木春香君） 続いて、放課後児童クラブについて質問をいたします。

子育て世代の片腕となり。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。質問を一つ飛ばしております。 

●３番議員（元木春香君） あれ。ああ、すみません。ごめんなさい。待機児童に

ついての、すみません、質問をいたします。本町として、業務量や残業など省く見

直しや効率化の呼びかけ、義務付けなどを検討してはどうでしょうか。例えば、従

来どおりの行事の見直し、連絡や連携は当然重要ですが、まあ、これはさっき申し

ました報告書などの簡素化、これは、まあ、国が決めているということで、簡素化

はできないとのことでしたけれども。 

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君登壇〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） ただいまの元木議員の御質問に答弁をいたします。保

育の現場では通常の保育業務に加え、事務処理や行事など、さまざまな業務負担が

あることは承知をしており、質の高い保育を実現するためには保育士の負担軽減が

欠かせないと考えております。このことについては、複雑な事務の手続の簡素化や

保育補助者の雇用要件の拡充、業務負担軽減につながる機器整備への費用補助、虐

待等の未然防止に向けた現場の負担軽減や巡回支援の強化と国の制度見直しが進め

られており、町としましても、新たに令和６年度から中央保育所の事務負担軽減を

目的とした事務員の配置をすることとしております。今後も安全で安心な保育の実
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現と働きやすい環境に配慮ができるよう、体制の充実を図ってまいりたいと考えて

おります。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君起立〕 

●３番議員（元木春香君） 今の件について再問をします。今、深見課長がおっし

ゃっていただいたのは中央保育所という名称が出ましたが、他の認可保育園があと

１０か所あると思いますけれども、その１０か所に関してもそういった呼びかけと

いうか、していただけますか。 

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君起立〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） ただいまの御質問に答弁をさせていただきます。中央

保育所以外の町内の認可保育所につきましては、それぞれの保育所で事務員の確保

をしておると聞いております。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君起立〕 

●３番議員（元木春香君） 再々問をします。その保育園任せだと多分駄目だと思

います。町のほうから直接保育園に呼びかけ、声かけ、状況の把握とかをする必要

があると思いますけれども、どうですか。 

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君起立〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） ただいまの御質問に答弁いたします。町といたしまし

ては、認可保育園として基準が満たされているか、保育士の数がきちんと足りてい

るかというものについての審査はさせていただいておりますが、それぞれの保育所

の中の職員の体制につきましてはお任せしているという状況ですので、それで今後

も進めていきたいと思っております。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君登壇〕 

●３番議員（元木春香君） ありがとうございます。今、最後、答弁いただきまし

たが、あんまり答弁になってない気がします。女性の社会進出や核家族化はどうに

もできないことだと思いますけれども、保育士不足に関しては各自治体が取り組め

ば解決できる課題だと思います。 
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次に、放課後学童について一般質問させていただきます。子育て世帯の片腕とな

り、それを支えてくれているのが放課後学童です。今回、資料請求として、１年生

から４年生までの待機児童数、令和４年度、５年度の２年間の月別で資料をいただ

きました。一番多い月では今年度、令和５年４月の待機児童数が４１名います。そ

の月の４１世帯の保護者が仕事を早く終わらせたり、家族に見てもらったり、場合

によっては仕方なく子供だけを自宅で過ごしてもらっているといった声も実際、保

護者の方から耳にいたしました。結果を受けて、対策としてやっていることや、こ

れから考えることはありますか。  

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君登壇〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） ただいまの元木議員の御質問に答弁をいたします。放

課後児童クラブは、小学校に就学している児童の保護者が就労等により昼間家庭に

いない場合に授業終了後の適切な遊びと生活の場の提供をすることで健全な育成を

図るものとして実施しており、本町におきましても、町内５か所に１３クラブを設

置しております。放課後児童クラブでは入会要件とともに退会要件というものがあ

り、月の利用が８日以下になるなど出席日数が著しく少ない場合は、これに該当し

ます。昨年度と本年度の入会児童の状況を見ますと、月に８日に満たない利用回数

や夏休みなどの長期休暇以降、利用が著しく少なくなる児童への適切な対応ができ

ていないことも確認でき、待機児童が解消できない一因であるとも考えます。今後、

保護者の方の理解を得た上で、児童クラブ職員とも連携をとり、年度前期に多い待

機児童の解消と適切な運営に取り組んでまいりたいと考えております。以上、答弁

といたします。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君登壇〕 

●３番議員（元木春香君） ありがとうございます。今おっしゃっていただいたと

おり、夏頃に、あ、すみません。９月、１０月頃から待機児童数が０名で２年間な

っています。この点については、今おっしゃっていただいたとおり夏休み期間中を

希望する保護者がほとんどということですが、保護者の意見として小学校の空き教

室などの利用を求める声を頻繁に耳にします。場所によっては、学童までの距離が

自宅を通り過ぎてまでやっている子供もいます。待機児童や児童への負担、帰る距

離などを軽減できないでしょうか。 
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○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君登壇〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） 元木議員の御質問に答弁をいたします。放課後児童ク

ラブは児童１人当たりのスペースや規模人数、職員体制など、子供の健全育成を図

るために必要なガイドラインが策定されています。本町ではこの基準を満たした適

正な運営を行っており、現在のところ、学校の空き教室を利用することは考えてお

りません。 

また、児童クラブまでの移動距離が長いことや道路状況など、保護者の方が心配

されていることについては理解ができますが、下校時の見守り体制の強化や児童自

身への危険認識の啓発を関係機関との連携により進めることで少しでも安心いただ

けるよう努めてまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君起立〕 

●３番議員（元木春香君） 再問します。保護者の方から、何年も前から、帰りの

距離、道が長い、危ないっていう声を何度も、ずっと現在も耳にします。空き教室

の利用を。空き教室の利用を私自身もすごく要望しますけれども、考えていただけ

ないでしょうか。 

○議長（米本義博君） 藤原教育次長。 

〔教育次長 藤原あけみ君起立〕 

◎教育次長（藤原あけみ君） 元木議員の再問について答弁させていただきます。

今、元木議員のほうから、学校の空き教室の利用を要望する声があるということを

お聞きしました。まず、本町には４つの町立小学校がございます。元木議員の通告

書を確認させていただいて、令和６年４月時点での使われていない教室があるかど

うかを学校に確認しましたところ、令和６年４月時点での予定になりますが、それ

ぞれの小学校において使われていない教室はなく、物理的な問題からも御利用いた

だけない状況でございます。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君起立〕 

●３番議員（元木春香君） 再々問します。空き教室がなかったらそのまま教室を

使うとか、やり方は多分いろいろあると思うんですけれども、その点を学校の教諭

とかと話し合ったことはありますか。 
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○議長（米本義博君） 青木教育長。 

〔教育長 青木秀明君起立〕 

◎教育長（青木秀明君） 今の再々問にお答えをいたします。学校の教室っていう

のは、１日の学習環境を整えた状況で、机なり掲示物なり、それぞれ子供たちの所

有物があったりするわけです。そこをですね一般開放して即使うというのが大変な

作業を伴うというか、普通ではできないことなんです。今、空き教室がないと話を

しましたけれども、各学校の一般の学級でない教室もですね、それぞれいろんな移

動控室であったりとか、今、最近、特別支援学級が増えまして、１つの学級を壁で

仕切って特別支援学級にしたりとか、そういった使い方をされておりまして、非常

に、ある意味手狭になっております。今後、長期的な展望で、藍住町であっても児

童数は今後、長期的には減っていく見込みもあります。そうなった折には、空き教

室が生まれてくる可能性もあります。その時点では考えることができるかというふ

うに思います。以上です。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君登壇〕 

●３番議員（元木春香君） あんまり先の見通しがつかないような答弁だったと思

います。例えば、空き教室がないんだったら、今のおっしゃった懸念点もあると思

うんですけれども、なんでしょうね。でも結局、結果がもう４月から６月、夏休み

までにかけて、待機児童が実際、発生してるわけですよね。だとしたら、やっぱり

その手段は何か考えていただかないといけないと思います。 

次の質問にまいります。公式ラインの活用についてです。今年導入された公式ラ

インですが、現在は町内の行事予定や職員募集、啓発等、情報発信となっています。

通学路や街灯などの補整が必要な箇所を町民目線で発信しやすくするため、履歴の

詳細、文字や写真の添付などが明確です。そういった意味での公式ラインの活用法

も取り入れてみてはいかがでしょうか。 

○議長（米本義博君） 吉成副町長。 

〔副町長 吉成浩二君登壇〕 

◎副町長（吉成浩二君） 元木議員から町公式ラインの活用について御質問をいた

だきました。まず、町公式ラインを導入したいきさつについてでありますが、本町

では、これまで町政の情報発信手段として、広報紙をはじめホームページや一斉メ

ール配信サービス、藍メールなどを活用してまいりましたが、昨今のＳＮＳの普及
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を踏まえ、より多くの皆様に情報が行き渡るよう、新たな情報発信の手段について

検討を進めてまいりました。令和４年に実施した町の施策に対する町民満足度に関

するアンケート調査では、町民が利用しているＳＮＳはラインの利用率が最も高い

結果となっており、さらには、ラインは災害時の通信手段としても有効であること

から、公式ラインを導入することとし、本年２月に運用を開始したところでありま

す。現在の運用といたしましては、イベント情報などこれまで藍メールで行ってき

た情報発信をより日常的に使用されているラインでも配信することで、これまで以

上に情報を得られやすい環境づくりに重きを置いて、その普及に努めているところ

であります。 

一方で、ラインの活用方法といたしましては、町民の皆様への情報発信だけでな

く、例えば、元木議員お話がありましたように、道路のアスファルトの破損であっ

たり公園の遊具の故障などの情報提供を受けることができれば、町民の皆様にとっ

ては役場の勤務時間外でも情報が送信できるなど、ラインを通して行政サービスの

拡充が図られるものと理解をしております。しかしながら、日常的に使用されてい

るラインを窓口とすることにより情報提供を行う心理的なハードルが下がる反面、

寄せられる情報への対応をはじめとする運用及び体制の整備などの課題もございま

す。また、町公式ラインと連携している現状のシステムにつきましては、情報配信

向けの仕様となっております。町民からの情報を受け取る窓口などの新たな機能を

拡充するには、新たなシステムの導入も必要であります。以上の点を踏まえ、他の

自治体の取組の状況も参考に、さまざまな活用方法を検討してまいりたいと考えて

おりますが、まずはこれまで以上に町民の皆様が町からの情報を得られる環境づく

りを推進し、利用者の拡大に努めてまいります。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君起立〕 

●３番議員（元木春香君） 再問します。公式ライン以外に新しい、今、システム

とおっしゃってましたけど、それも検討はありますか。それの見通しはありますか。 

○議長（米本義博君） すみません。声が小さくて聞こえなかったみたいなんで、

もう１度、お願いします。 

●３番議員（元木春香君） 今、おっしゃっていただいたように、公式ライン以外

でも新たな情報発信、アプリなどの導入の予定はありますか。 

○議長（米本義博君） 吉成副町長。 
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〔副町長 吉成浩二君起立〕 

◎副町長（吉成浩二君） 現状では今年２月に運用開始したところでございまして、

今の情報を受信していただく方を増やしていくということで現在進めておりますの

で、今、現状は新たなアプリというのは導入は考えておりません。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君登壇〕 

●３番議員（元木春香君） ありがとうございます。これで私の一般質問を終わり

ます。 

○議長（米本義博君） ここで小休します。 

午前１０時５３分小休 

午前１０時５６分再開 

○議長（米本義博君） 小休前に引き続き、会議を再開します。 

次に、１０番議員、小川幸英君の一般質問を許可します。 

小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 議長の許可がありましたので、一般質問をいたしま

す。私は２月に行われた町議会議員の選挙において、町民の皆様のおかげで６期目

の当選を果たさせていただきました。今後４年間、町民の皆様の声を町政にお届け

してまいりますので、理事者は明確な答弁をお願いいたします。 

最初に、高齢者障害者対策について伺います。障害者自立支援給付費の内訳と金

額の資料をいただきました。障害福祉サービス費等で６億４，０３３万５，６２２

円、相談支援給付費等で８７７万４，３０８円、補助装具費７３５万６，７６３円、

高額障害福祉サービス給付費１６万１，４０３円、合わせて６億５，６６７万８，

０９６円とのことでありましたが、車椅子や車椅子の修理、この補助はどうなって

いるか伺います。 

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君登壇〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） 小川議員からの御質問に答弁をいたします。御質問の

ありました車椅子の交付と修理につきましては、補装具費支給制度に基づく運用を

行っております。補装具には、障害等により失われた身体機能を補完または代替す

る用具として支給されるもので、利用目的や環境により基準額や個数、支給範囲、
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耐用年数などが細かく決められております。 

また、年齢や身体状況により介護保険法の対象となるものや医療保険制度の対象

となるものがあり、社会保障制度間でも選択優先順位が決められております。昨年

度の補装具支給件数は、交付が３８件、修理が２４件となっており、この中で車椅

子に関しましては、交付７件、修理７件で、支出額は合わせて１９７万２，２５６

円となっております。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君起立〕 

●１０番議員（小川幸英君） 車椅子の修理について伺いました。７件あったとい

うことで、１９７万２，２６６円との答弁いただきました。車椅子をレンタルで借

りる場合、本人負担が月５５０円で保険料負担が４，９５０円。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

●１０番議員（小川幸英君） はい。 

○議長（米本義博君） これは再問ですか。 

●１０番議員（小川幸英君） 再問、再問です。 

１年間で５万９，４００円かかっているが、本人が持っている場合、修理費を負

担しても安くつくと思うが、このような方の修理費は補助しているのか伺います。 

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君起立〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） ただいまの御質問に答弁をいたします。車椅子の修理

につきましては、先ほども申し上げましたとおり、補装具費支給制度に基づく運用

により行っております。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 次に、高齢者に寄り添った取組について伺います。

２０２５年に団塊の世代が７５歳以上の後期高齢者になり、全国で８００万人が見

込まれております。３年後に高齢者人口が２，２００万人に膨れ上がり、国民の４

分の１が７５歳以上になるとのことが報告されておりますが、本町においても２０

２５年には５００人以上の方が７５歳を迎えられることが見込まれ、後期高齢者は

４，９２８人になるとのことですが、増え続ける高齢者に対して、寄り添った取組

は考えているか伺います。 
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○議長（米本義博君） 大地健康推進課長。 

〔健康推進課長 大地亜由美君登壇〕 

◎健康推進課長（大地亜由美君） 小川議員御質問の高齢者に寄り添った取組につ

いてお答えをいたします。現在、本町では、現行の藍住町第８期介護保険事業計画

及び高齢者福祉計画が今年度で終了することから、新たに藍住町第９期介護保険事

業計画及び高齢者福祉計画の策定を進めているところでございます。当該計画は、

介護保険法に定められた市町村介護保険事業計画と老人福祉法に定められた市町村

老人福祉計画を一体的に策定するものであり、令和６年度から令和８年度までの３

年間は当該計画に沿って事業を進めていくことになります。 

また、高齢者支援に当たっては、御本人の身体状況のみならず、疾患、家族環境、

経済性などを踏まえた多面的な取組が求められることから、本計画では５つの基本

目標を設定し、当該目標に沿って４９の取組を展開することとしております。例を

あげますと、支え合いの地域づくりといたしまして、在宅医療・介護連携推進事業

におきまして、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が可能な限り住み慣れ

た地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療と介護の両面から

サポートを行うとともに、医療機関や介護事業所等の関係者の連携を図ることとし

ております。 

次に、認知症施策の推進といたしまして、地域包括支援センターにコーディネー

ターとしての役割を担う認知症地域支援推進員を配置し、認知症の方ができる限り

住み慣れた環境で暮らし続けることができるよう、認知症施策や認知症に関する事

業の企画調整等を行うこととしております。 

また、地域の実情に応じて、認知症の方やその家族が認知症と疑われる症状が発

生した場合に、いつ、どこで、どのような支援を受ければよいか知ることができる

よう、認知症の容態に応じた適切な医療や介護サービス等の提供の流れをまとめた

認知症ケアパスの普及を図ることとしております。 

次に、介護保険制度の普及啓発といたしましては、これまでにも要介護認定申請

からサービス利用の方法、利用者負担や各種軽減制度の手続などについてまとめた

ハンドブックを作成し、認定申請や相談に来庁された方に配布するとともに、ハン

ドブックの縮小版を作成し、６５歳到達者への通知に同封をいたしております。 

また、町内の介護居宅支援事業所の一覧、介護保険施設サービス、地域密着型サ

ービス、有料老人ホーム等の一覧を窓口で配布をしており、今後も制度に関する情
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報提供を積極的に行うこととしております。本町におきましては、こうした取組を

通し、高齢者の支援を図っていくこととしております。以上、答弁とさせていただ

きます。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 高齢者に寄り添ったさまざまな取組について伺いま

した。今後２年間、団塊の世代が７５歳以上になり、たくさんの高齢者が増えてく

ると思いますが、きめ細かな施策を緊急に取り組んでいただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

次に、一人住まいの高齢者について伺います。２４年の１２月に一人住まいの高

齢者が５３９人ということが報告されておりますが、この高齢者の方が救急車で運

ばれた場合の対応はどうなっているか伺います。 

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君登壇〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） 小川議員の御質問に答弁をいたします。一人住まいの

高齢者への支援は、行政をはじめ、さまざまな機関や企業が取り組んでおります。

こうした中で、独居高齢者が救急搬送された場合の対応について御説明をいたしま

す。搬送があった場合には、消防署から担当課への連絡をお願いしており、担当課

では搬送先や状態等を確認した後、高齢者の状況に応じ、御家族への連絡や関係機

関との情報共有など対応を行っております。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 救急車から町のほうに連絡が入るというようなこと

でありましたので、以前にありましたように、孤独死がないような取組を積極的に

取り組んでいただきたいと思います。 

次に、福祉避難所について伺います。一般の避難所で暮らすのが難しい障害者や

高齢者等、要配慮者を受け入れる福祉避難所の開設が能登半島地震の被災地で思う

ように進んでいないということが報道されております。石川県輪島市の場合、災害

時の協定を結ぶ高齢者施設など２６事業所のうち、稼動できたのは７事業所にとど

まっていると聞きますが、本町での福祉避難所は何か所あるか。 

また、日頃の連携や避難訓練はしているか伺います。 
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○議長（米本義博君） 小川理事兼総務企画課長。 

〔理事兼総務企画課長 小川哲央君登壇〕 

◎理事兼総務企画課長（小川哲央君） それでは、小川議員から御質問いただいて

おります福祉避難所についてお答えをいたします。まず、福祉避難所とは、災害発

生時に一般の避難所では避難生活に支障を来す高齢者や障害者、乳幼児など、要配

慮者の方々を受け入れるために特別な配慮がなされた避難所のことであります。 

また、福祉避難所は、一般の避難所への避難後にそのまま一般の避難所での生活

を続けることが困難な方を対象とするため、二次避難所とも呼ばれています。いざ

災害が起きますと、町民の皆様には、まずは一般の指定避難所へ避難をしていただ

くことになります。そして、一般の指定避難所で保健師などの専門家が心身の状態

を確認し、一般の指定避難所での生活が困難であると判断された場合、福祉避難所

へ移動していただくことになります。 

本町では、これまでに順次、指定福祉避難所を増やしてきており、現在、町施設

や民間の社会福祉施設など合わせて７か所を指定福祉避難所として指定しておりま

す。内訳を申し上げますと、高齢者を受け入れる施設が４か所、障害者を受け入れ

る施設が２か所、乳幼児を受け入れる施設が１か所となっています。指定福祉避難

所として指定する際には町独自の指定基準を設けており、具体的には耐震構造や耐

火構造であること、浸水想定基準水位以上の高さへ避難できること、各種災害に対

して安全性が確保できること、バリアフリー化されていること、２０人以上の避難

スペースが確保できることなど、一定の基準を満たしてることが必要となります。

指定福祉避難所に指定した後は、災害時にスムーズな開設や運営ができるように普

段から各施設において避難訓練などを実施し、町の一斉避難訓練の際には社会福祉

協議会と連携して、一般の避難所から福祉避難所へ要配慮者の移送訓練をするなど

の取組も行っております。 

また、指定福祉避難所の備蓄品については、県の補助事業等を活用し、各施設に

必要な資器材、例えば、間仕切りや簡易トイレ、段ボールベット、哺乳瓶、担架、

発電機などを備蓄しております。さらに、災害時に１人で避難することが困難な方

につきましては、災害時にどのような避難行動をとればよいか、あらかじめ御家族

や支援者の方と確認していただく個別避難計画の作成をお願いしており、この計画

に基づいて対応することとしています。災害時に配慮を要する被災者へよりよい対

応が実現できるよう、また、平時からの関係機関との連携や体制づくり、取組が重
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要であるという認識に立ち、取組を進めてまいります。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君起立〕 

●１０番議員（小川幸英君） 再問します。本町は７か所、福祉避難所を設けてい

るという答弁をいただきました。石川県の方では、２６か所が７か所しか機能して

いないというようなことでありますが、やはりもう少し増やすような努力は考えて

いるか伺います。 

○議長（米本義博君） 小川理事兼総務企画課長。 

〔理事兼総務企画課長 小川哲央君起立〕 

◎理事兼総務企画課長（小川哲央君） お答えいたします。先ほど申し上げました

ように、順次、これまで指定福祉避難所を増やしてきております。これからも当然

増やしていきたいという考えを持っております。以上です。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 次に、防災対策について伺います。本年１月１日に

発生した能登半島地震はマグニチュード７．６、最大震度７を記録し、６市町の下

水管が下水管延長計６８５キロのうち５２パーセントに当たる３５９キロで汚水を

流す機能を失った。また、１か月の間に４万戸超の断水が続いたと報道されており

ます。この能登半島地震を教訓とした取組は考えているか伺います。 

○議長（米本義博君） 吉成副町長。 

〔副町長 吉成浩二君登壇〕 

◎副町長（吉成浩二君） 小川議員から能登半島地震を教訓とした取組について御

質問をいただきました。１月１日に発生した能登半島地震につきましては、３月８

日時点でですね、死者数が２４１人。住家は全壊、半壊あわせて２万１，０００棟

を超える甚大な被害となっております。地震発生から２か月が経過し、防災対策に

ついて本町にも当てはまるさまざまな課題が見えてきております。その中でも、特

に水の確保、道路啓開、停電対策、通信途絶対策などが課題として挙げられると考

えております。長期断水による被災者の健康状態や被災地の衛生環境の悪化、道路

寸断による支援の遅れ、長期停電による避難生活の困難、また、通信障害による情

報発信、情報収集の遅れなど、発災後の応急対応や避難生活に大きな影響を及ぼし

ました。そこで、本町としても、県が関係機関と立ち上げた断水対策、道路啓開、
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停電対策、通信途絶対策のワーキンググループに参加し、それぞれの課題を分析し

た上で今後の本町の災害対応に活用することとしており、現在、それぞれのワーキ

ンググループの会合が開催され、具体的な対策に向けて議論が始まったところであ

ります。さらに、県職員と市町村職員が協力して被災地支援を進めており、避難所

支援チームや保健師チームとして本町職員を現地派遣しておりますので、そこから

得た知見もあわせて今後の対策に生かしてまいりたいと考えております。 

なお、現地派遣した職員からの情報は、町民の皆さんにも知っていただけるよう

広報あいずみにも掲載しておりますので、御覧いただければと思います。本町は、

幸いにもこれまでに大きな自然災害に見舞われたことがありません。経験に基づい

た災害対策が難しい中、今回の地震における課題を研究するとともに、現地に職員

を派遣することで本町での災害対応を見直す契機とし、さらなる防災力の強化に努

めてまいりたいと考えております。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 次に、井戸の活用について伺います。能登半島地震

で多大な被害を受けた石川県輪島市や珠洲市など８市町村で災害時に井戸水を使う

計画が事前に整備されていなかったと聞きます。本町では、徳島新聞によると、個

人事業所が所有する３３の井戸を登録していると聞くが、これを増やす努力はして

いるか伺います。 

○議長（米本義博君） 小川理事兼総務企画課長。 

〔理事兼総務企画課長 小川哲央君登壇〕 

◎理事兼総務企画課長（小川哲央君） 小川議員から御質問いただいております井

戸の活用について御答弁させていただきます。先ほど吉成副町長からも御答弁いた

しましたが、このたびの能登半島地震では、長期にわたる断水により飲料水や生活

用水の確保が困難となっており、被災された住民の皆様に大きな影響が出ている状

況であります。本町では、災害時の長期の断水を見据えて、耐震性がある貯水槽の

整備や給水袋の備蓄、さらには、避難所で活用する水循環型手洗い器の導入などを

進めておるところでございます。加えて、町民の皆様の御協力をいただき、災害時

に生活用水として活用できる井戸の登録を進めているところであります。この登録

制度は、町内で井戸を所有している方に一定の条件を満たした上で、災害時に善意

によって地域住民の生活用水として活用する災害応急用井戸として登録をしていた
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だくものであります。登録の際には井戸の深さや水質、また、井戸の周辺の状況や

災害応急用井戸として公表するなどの基準や条件を承諾していただくこととしてお

り、現在、３３か所登録していただいているところでございます。町といたしまし

ては、いざという災害時には災害応急用井戸を住民の方へ公開し、地域住民の生活

用水として活用していただくこととしております。このたびの能登半島地震を踏ま

え、改めて災害時の生活用水の確保について一層の対策を進めていく必要があると

認識しており、災害応急用井戸の登録についても、さらに充実を図ってまいりたい

と考えております。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君起立〕 

●１０番議員（小川幸英君） 再問します。３３か所の井戸が登録しているという

ことを聞きましたけども、これ、もし停電した場合の、もう井戸で、電気でする場

合の所もあると思いますが、どういうふうな対策をしているか伺います。 

○議長（米本義博君） 小川理事兼総務企画課長。 

〔理事兼総務企画課長 小川哲央君起立〕 

◎理事兼総務企画課長（小川哲央君） 現在、登録している、登録していただいて

る井戸は全て電動タイプのものでございまして、議員おっしゃるように停電したら

どうなるのかというところでございます。そこは課題の一つかなと考えております。

例えば、町の持っている発電機を持っていくとかいう方法もございますでしょうし、

そこは課題の一つかなと考えております。以上です。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 課題も早急に解決するような準備も必要ではないか

と思いますので、早急に取り組んでいただきたいと思います。 

次に、防災トイレについて伺います。能登半島地震で現在も断水が続く石川県奥

能登地方では、全国各地の自治体から派遣された自走式水洗トイレカーが活躍して

いるのを報道されております。水があればどこでも設置でき、においの発生を抑え

られるため避難生活の質向上に果たす役割は大きいとのことですが、徳島県や板野

町でも購入を検討していると聞くが、本町でも購入してはどうか伺います。 

○議長（米本義博君） 小川理事兼総務企画課長。 

〔理事兼総務企画課長 小川哲央君登壇〕 
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◎理事兼総務企画課長（小川哲央君） それでは、小川議員から御提案がありまし

た水洗トイレカーを導入したらどうかという御質問についてお答えをいたします。

能登半島地震では発災当初、断水によって自宅や避難所の水洗トイレが使用できず、

被災者の方がトイレを十分に使用できない状況が続いていたとのことでありまし

た。 

また、断水の状態でやむを得ず水洗トイレを使用すると排せつ物が残ってしまい、

避難所や自宅などの衛生状況が悪化するほか、断水が解消しても水洗トイレを修繕

や清掃する必要があり、問題となっているということであります。この災害時のト

イレについての問題は、さきの東日本大震災や熊本地震でも課題として報告されて

おり、今回の能登半島地震においても解消されていない状況であるといえます。小

川議員御提案のトイレカーについては災害時を想定して製造された移動式のトイレ

であり、汚水タンクや給水タンク、さらには太陽光発電設備などを備え、災害時で

も清潔に使用できるものと注目をされています。一方で、導入費用が１台当たり１，

５００万円程度と高額であることに加え、平時での活用方法や保管場所、さらには

維持管理費用など、検討しなければならない課題もあります。そのため、本町にお

きましては、現在のところ、トイレカーの導入については考えてはおりません。本

町といたしましては、災害時のトイレにつきましては、マンホールトイレや簡易ト

イレ、民間事業者との仮設トイレのレンタルについての協定締結など、さまざまな

方法で確保に努めているところであり、今後も引き続き、清潔で十分な活動を確保

できるように取り組んでまいります。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） トイレカーについては前向きに検討していないとい

うようなことでありましたが、やっぱり、２０２０年にトイレカー３トンを購入し

た兵庫県南あわじ市は男女あわせて大便器４基、オストメイト対応多機能トイレ１

基、小便器１基を構え、タンクを交換すれば最大１，０００回使えるといいます。

この費用は、先ほども言われておりましたが１台１，５００万円で、国の補助金を

活用して市の実費は３割に当たる４５０万円だったと報道されておりました。やは

り、補助も使って考えていくべきではと思います。 

次に、文化ホールについて伺います。令和３年度、４年度、５年度の稼働率につ

いて資料をいただきましたが、コロナ渦以降、５年度は大ホール６８．５パーセン
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ト、小ホール７７パーセントと伸びているが、本年度の予約状況と取組はどうなっ

ているか伺います。 

○議長（米本義博君） 橋本社会教育課長。 

〔社会教育課長 橋本清臣君登壇〕 

◎社会教育課長（橋本清臣君） 小川議員の御質問の文化ホールの稼働率について

答弁させていただきます。小川議員から資料請求がありましたので、その資料に基

づき説明させていただきます。まず、館全体稼働率というのを御説明させていただ

けたらと思います。利用時間内に大ホールなど１回でも利用があれば稼働日として

カウントしたもので、毎年１００パーセント近くとなっております。令和３年の稼

働率状況ですが、館全体稼働率は９６．２パーセント、施設の全体の平均での稼働

率は４７．９パーセントです。令和４年度は、館全体稼働率は９６．５パーセント、

全体平均での稼働率は５４．９パーセントです。令和５年度は３月分を現在の予約

状況により算出を行っております。館全体稼働率は９９．７パーセント、全体の平

均での稼働率は５４．２パーセントとなっております。この令和３年度と４年度で

は、３年度はコロナ禍の中での貸館対応のためか、施設全体の平均では４７．９パ

ーセントと、４年度の５４．９パーセントに比べ、稼働率が低いことが見られます。

また、令和４年度と５年度を比べてみますと、施設全体の平均の稼働率に大きな変

化はありませんが、館全体稼働率は令和５年度が少し増えております。これは、令

和４年度には新型コロナ対策を行いながらも事業などを再開したことが理由だと考

えます。 

なお、令和５年度に関しましては、ほぼ毎日、施設を御利用いただいている状況

であります。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） コロナ禍があけ、ほとんどの９０何パーセントが詰

まっているというようなことでありますが、次に、町内業者を育てる施策について

伺います。あいずみ広場は３年度が９．５パーセント、４年度は６．７パーセント、

５年度は１１．６パーセントとなっていますが、これは土日の使用がほとんどで平

常はあんまり使用しないとこれ思うんですが、いかがですか。 

また、近年のマルシェの開催増加や商工会のイベントや正法寺川クラフトマーケ

ット等で、土日は空いていないとの声を聞きます。町内業者を育てるために、町内
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業者を優先して会場を貸すことはできないか伺います。 

○議長（米本義博君） 橋本社会教育課長。 

〔社会教育課長 橋本清臣君登壇〕 

◎社会教育課長（橋本清臣君） 小川議員の御質問の町内の業者を育てる施策につ

いて答弁させていただきます。文化ホール前のあいずみ広場は、納涼祭や農業振興

祭、藍ＬＯＶＥフェスティバル、各種マルシェなどの出店を伴うイベントにも貸出

しをしており、大変多くの方に来場いただいております。ホールの貸出予約は、通

常の文化的行事については１年前からとしておりますが、出店等を伴う営利を目的

とした利用の予約は３か月前からとさせていただいております。これは、施設本来

の目的が文化振興にあることを鑑み、営利を目的とした行事により文化振興のため

の機会が減少することを極力避けるためであります。 

なお、申請の受付をする際には、駐車場の確保の問題を避けるため、文化ホール

や体育館等の周辺施設の予約状況や利用予定者数を確認した上、文化ホール前の駐

車場について主催者と協議をしながら調整を行い、使用を許可しております。現

在、文化ホールの大ホールは、土日祝日にほぼ全て予約が入っておる状況でありま

す。 

また、体育館等の周辺施設の貸出しが活発となっていることから、土日のマルシ

ェ等での使用がかなり難しい状況です。 

また、申請日の希望が重なった場合は、公正を第一に考え、抽選としておりま

す。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 次に、障害者に優しい取組について伺います。車椅

子の方が、スロープが１人では上がりにくいとのことでありますが、以前にも私、

質問いたしましたが、どのように対応したか伺います。 

○議長（米本義博君） 橋本社会教育課長。 

〔社会教育課長 橋本清臣君登壇〕 

◎社会教育課長（橋本清臣君） 小川議員の御質問の障害者に優しい取組について

答弁をさせていただきます。文化ホールの障害のある方への設備対応につきまして

は、先ほど小川議員さんがおっしゃっておられましたとおり、令和４年第４回の一

般質問でもお答えをしております。ホール東側の屋根付きの障害者用駐車場が４台



- 43 - 

あり、正面玄関までは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の

基準に満たしたスロープがございます。ホール玄関には貸出用の車椅子３台と手押

し車２台を常設し、必要に応じて貸出しをしております。トイレにつきましても、

オストメイト対応の多目的トイレを屋外と屋内に設置をしております。 

また、外のスロープから受付横まで点字ブロックを設置をしております。 

なお、ホールの自主事業の際には、車椅子等、介助が必要な方のために職員を配

置し、必要に応じて車椅子席に御案内をしているところです。そのほか、障害者駐

車場からホール入口までの移動の際に雨が降っていて困ったりスロープの傾斜が急

で上るのが難しかったりする場合は、駐車場からお電話をいただければ、職員が対

応させていただくようにしております。 

御質問の内容ですが、障害者駐車場へのインターホンの設置を業者と検討いたし

ましたが、施設の構造上、無線タイプのインターホンでは対応が難しいことがあり

ました。 

また、現在は、障害者駐車場にホール事務所の電話番号の案内を掲示し、介助が

必要な場合は御連絡をいただければ職員が対応できるようにしております。以上、

答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 最後に、桜づつみ公園と他の公園施設について伺い

ます。桜づつみ公園の滝やせせらぎ、これは４年間止まっていた施設でありますが、

これはいつできるのか伺います。 

○議長（米本義博君） 鈴木生活環境課長。 

〔生活環境課長 鈴木恵子君登壇〕 

◎生活環境課長（鈴木恵子君） 小川議員御質問の桜づつみ公園の滝やせせらぎが

いつできるのかという御質問に対して御答弁させていただきます。桜づつみ公園の

せせらぎや池の設備はポンプやろ過器を用いて水を循環する仕組みとなっています

が、ろ過器が故障しており、現在、修繕を進めているところでございます。今後は

試運転を行いながら水を順次流していくことといたしておりまして、本格稼動は７

月の公園の再整備完了にあわせて運転を再開する予定といたしております。 

なお、運用については、ポンプなどを操作するために人員の配置が必要になるほ

か、水道代や電気代などの運用コストがかかるため、常時の運転は予定はいたして
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おりません。以上、御答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 試運転をしているというようなことでありましたが、

早急にしていただきたいと思います。 

次に、ローラー滑り台について伺います。ローラー滑り台解体費用について資料

をいただきました。当初予算額として工事請負費が４３０万計上で、うち、ローラ

ー滑り台の解体費用１３０万とのことでしたが、子供たちが楽しんでいるこのロー

ラー滑り台、解体費用に４３０万もかかるのであれば、修理して使うことはできな

いか伺います。 

○議長（米本義博君） 鈴木生活環境課長。 

〔生活環境課長 鈴木恵子君登壇〕 

◎生活環境課長（鈴木恵子君） 桜づつみ公園のローラー滑り台につきましては、

１２月議会の前田議員からの御質問で答弁させていただきましたとおり、腐食、変

形、破損のほか、ガイドバーには頭部、胴体の危険な挟み込みの可能性がある隙間

が認められています。この状況は、専門業者による点検結果においても遊具の安全

に関する規準に抵触するものとなっておりますため、重大な事故を防止するために

も、現在も利用禁止としているところでございます。これらの修繕には費用が非常

に高額となるため、残念ではございますが、撤去する方針で進めているところでご

ざいます。先ほど議員がおっしゃったとおり、令和６年度にはローラー滑り台の撤

去費用としては１３０万円を当初予算に計上しており、撤去した入口部分には転落

防止パネルを設置いたしまして、滑り台の撤去跡は整地することといたしておりま

す。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君起立〕 

●１０番議員（小川幸英君） 今の答弁によると修繕費が多大な金額がかかるとの

ことでしたが、どれぐらいかかるんですか。 

○議長（米本義博君） 今の再問ですか。 

●１０番議員（小川幸英君） 再問です。 

○議長（米本義博君） 鈴木生活環境課長。 

〔生活環境課長 鈴木恵子君起立〕 



- 45 - 

◎生活環境課長（鈴木恵子君） 議員さんの御質問に対して答弁させていただきま

す。修繕費に関しましては、具体的な金額に関しては、通告書の質問にない御質問

でございましたので、現在、資料は持ち合わせておりませんので、後ほど報告をさ

せていただきます。先ほども申し上げましたが、修繕には費用があまりにも高額と

なりまして、たとえ修繕をしたとしてもローラー部分の棒など、ほかの老朽化も進

んでおりますので、安全性を考えると、さらなる修繕費も必要となります。遊具全

体の耐久期間も長くはなく、残念でありますが、ローラー滑り台に関しては撤去す

る方針で進めているところでございます。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） １２月議会で、前田議員の公園の充実を図る観点か

らも利用禁止している遊具について撤去に伴う新しい遊具の設置などを進める必要

があるとの質問に対し、遊具の撤去後については同じ遊具の新設や防災など新しい

機能を有する遊具の設置、撤去後の地形を利用した遊び場の整備、さまざまな方法

を検討するとのことであったが、他の遊具の新設はどうなったのか伺います。 

○議長（米本義博君） 鈴木生活環境課長。 

〔生活環境課長 鈴木恵子君登壇〕 

◎生活環境課長（鈴木恵子君） 桜づつみ公園における他の遊具の新設についてで

ございます。現在のところ、ローラー滑り台のほかにもチューブスライダーやほか

の箇所においても劣化による危険性が指摘されており、現在も使用禁止となってい

るところがあり、まずはこちらの改修を優先的に行っていく予定でございます。公

園の遊具の新設につきましては、さまざまな御意見をいただいているところです。

例を挙げますと、現在の大型遊具の更新のほかにも高齢者の方が使用できる遊具、

低年齢のお子様が安全に使用できる遊具、災害時においても活用できる防災型の遊

具、インクルーシブ型で障害を持つ方にも利用できる遊具などでございます。これ

らの御意見を全て実現するには多額の費用がかかり、財政上の問題がありますので、

現在、公園施設の維持管理計画の策定を進めており、計画的な遊具の整備に努める

ことといたしております。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 次に、バーベキューについて伺います。バーベキュ
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ーコンロについて、どのようなものを使用するのか伺います。 

○議長（米本義博君） 鈴木生活環境課長。 

〔生活環境課長 鈴木恵子君登壇〕 

◎生活環境課長（鈴木恵子君） 東中富桜づつみ公園バーベキューエリアに導入す

るバーベキューグリルについて答弁いたします。バーベキューグリルについては、

これまでも周辺環境への影響などから電気式グリルを導入すると説明させていただ

いておるところでございますが、さらに詳細に説明をさせていただきます。バーベ

キューグリルで肉や野菜を焼く際には熱源が必要となりますが、バーベキューグリ

ルとしては炭、ガス、電気、この３つを熱源とするものが一般的であります。 

まず、熱源が炭のバーベキューグリルの場合は、ほかの熱源のグリルに比べ値段

が安いという長所がありますが、一方、短所としては、グリルで焼いた肉の油が炭

に落ちることにより、それが蒸発して、煙となってにおいが広がっていきやすい特

徴があります。そのため、ほかの熱源のグリルより煙やにおいによる近隣住宅への

影響が生じやすくなってしまいます。 

また、バーベキューが終わった後の炭の後処理が必要となってくるため、炭捨て

場等の設備を用意する必要が出てきます。 

次に、熱源がガスのバーベキューグリルの場合は、鉄板を熱して食材を焼くため、

炭のグリルに比べて煙が発生しにくく後処理も容易という長所があります。短所と

しましては、物にもよりますが、値段が１本当たり１，０００円程度の専用のガス

管を２本、グリルに設置する必要があります。そのため、１度のバーベキューにか

かるコストがほかの熱源のグリルより、比べて高くなります。 

また、利用される方によっては、ガスが足りなくなったり、逆に余ってしまうこ

とが想定されます。 

最後に、熱源が電気のバーベキューグリルの場合は、短所としては、ほかの熱源

のグリルに比べてグリル本体が高額となる傾向があります。一方で、長所としては、

ガスの熱源グリルと同様に煙が発生しにくく後処理が容易という特徴があります。 

また、炭やガスのグリルのように消耗品である燃料を用意する必要がないという

メリットもあります。これらの熱源のグリルの特徴を考慮するとともに、このたび

のバーベキューエリア整備事業では防災の拠点として太陽光発電設備を整備するこ

とも踏まえまして、熱源が電気式のバーベキューグリルを導入することといたしま

した。バーベキューエリアの各区画にはコンセント設備を整備することとしており、
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ソーラーパネルで発電した電気を活用できるようになっております。そのため、電

気式のバーベキューグリルも利用することができます。電気式のバーベキューグリ

ルの選定に当たりましては、キャンプ用品を扱う店舗等においてヒアリングを行い

ながら検討を進め、世界でも有数のバーベキューグリルブランドでありますウェー

バー社のパルス１０００という製品でございまして、これを５台導入することとい

たしました。本製品は日本で一般的なバーベキュースタイルである肉や野菜などを

薄くスライスした食材を調理することのほか、蓋付きであることから、バーベキュ

ーの本場であるアメリカのバーベキューのような分厚い肉の調理などが可能となっ

ております。 

また、グリルの扱い方や温度管理も容易であり、使用後の手入れもしやすいとさ

れております。一般の御家庭ではあまり普及していない製品であると思われますの

で、バーベキューエリアがオープンした際には町民の皆様に本製品に御利用いただ

き、バーベキューをお楽しみいただきたいと思います。以上、答弁とさせていただ

きます。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 私の時間は１分になりましたので、簡単に説明をお

願いいたします。災害用コンロはどうなっているか伺います。 

○議長（米本義博君） 小川理事兼総務企画課長。 

〔理事兼総務企画課長 小川哲央君登壇〕 

◎理事兼総務企画課長（小川哲央君） 小川議員から御質問いただいております災

害用コンロはどうなっているかということで簡潔にお答えしたいと思いますけれど

も、まず認識といたしまして、桜づつみ公園に設置する災害用コンロ、かまどベン

チのことと認識してお答えいたしますが、かまどベンチというのは主に災害機能を

持った公園などに設置されるものでございまして、用途としましては、平時におい

てはベンチとして使用ができ、災害時においては炊き出しなどができる、かまどと

して活用できるフェーズフリーな考え方に基づいた製品となります。今年度に２台

設置することといたしております。具体的な設置場所といたしましては、今、整備

しております炊事場ですね、炊事場に２台設置することといたしております。当然

このかまどを使用するときには、まきなどの燃料が必要ですし、鍋などの調理器具

が必要となります。これらについては、バーベキューのエリアのオープンまでに整
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備することといたしております。バーベキューエリアのオープンにあわせまして防

災イベントの開催も予定しておりまして、桜づつみ公園の災害時の活用方法につい

ても、地域の方はもちろん、広く町民の皆様に周知を図ってまいりたいと思ってお

ります。以上でございます。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。発言時間、制限を超えていますので、これ、

注意します。 

〔小川幸英君起立〕 

●１０番議員（小川幸英君） ２問残りましたが、次回に質問することにいたしま

して、これで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。  

○議長（米本義博君） 昼食のため休憩します。再開は午後１時からとします。 

午前１１時５８分小休 

午後１時再開 

○議長（米本義博君） 一般質問を再開します。 

次に、２番議員、新居純一君の一般質問を許可します。 

新居純一君。 

〔新居純一君登壇〕 

●２番議員（新居純一君） 議長の許可をいただきましたので、一般質問を行いま

す。その前に、私は２００２年８月に関西から本町に転居して今年で２２年になり

ます。これまで一町民として町政に対して疑問に思ったこと、また、こうすれば本

町がよくなるのではないかと思ったことを私の任期中の１６回の定例会で理事者の

皆さんにただすつもりでおります。と、偉そうなことを申しましたけど、今日は初

の一般質問で、とても緊張しています。緊張で言葉に詰まることも多々あるかと思

いますけども、皆様の温かいまなざし、寛大なお心でよろしくお願いいたします。

今はちょうど異動の季節でもあり、今回の定例会で最後になる理事者の方もいらっ

しゃるかと思いますけども、明確な答弁をよろしくお願いしたいと思います。 

まず最初は、高齢者対策です。高齢者の健康寿命延伸と介護予防にはフレイルを

予防することが有効だと思いますけども、町長はどのように考えているのかお聞か

せください。 

○議長（米本義博君） 髙橋町長。 

〔町長 髙橋英夫君登壇〕 

◎町長（髙橋英夫君） 新居議員の高齢者の健康寿命の延伸及びフレイル予防に関
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する御質問につきまして答弁をさせていただきます。まず、高齢者の健康寿命の延

伸、フレイル予防への取組につきましては、本町の総人口、高齢者人口が今後どの

ように推移し、人口構造がどのように変化していくかを把握しておく必要があると

思います。本町の将来推計人口につきましては、国立社会保障・人口問題研究所か

ら公表された令和５年推計によりますと、令和２年の国勢調査における人口と令和

３２年との比較では、本町の総人口は３万５，２４６人から３万７４９人へ４，４

９７人減少する一方で高齢者人口は９，０８０人から１万１，４５６人へと２，３

７６人が増加すると推計されており、高齢化率は３７．３パーセントに達し、総人

口の２．７人に１人が高齢者となります。このことから、本町は高齢化に向かって

人口構造が大きく変化していく過渡期にあると考えております。さらに、介護保険

事業における第１号被保険者の要支援、要介護認定者数の推移を見てみますと、平

成３０年度末時点では１，４０２人でありましたが、令和５年１２月末では１，５

５５人と増加傾向となっております。今後、現役世代が減少し高齢者が増加すると

されている状況において、高齢者の皆様に自分らしく、そして、自立した生活を続

けていただくため、いかに支援していくかが大きな課題と捉えており、御質問にあ

ります介護予防、フレイル予防といった取組は、ますます重要性が高まるものと考

えております。 

また、フレイル予防におきましては栄養、運動、社会参加の３要素を一体的に推

進することが求められておりますが、中でも社会参加を促す、言い換えますと高齢

者が自ら外出する機会を提供することが重要であると考えております。このため、

介護予防事業におきましては、高齢者御自身の心身の状態や興味等にあわせて選択

できるよう、ゆめタウン徳島と連携し歩数をポイント化して商品券と交換する健康

ウオーキングポイント事業、地域の方が主体となって活動するいきいき百歳体操な

ど、複数のメニューを用意しております。 

また、令和６年度におきましては、新たに音楽を取り入れた介護予防教室の開催

に向けて、今、準備を進めているところであります。そのほか、町社会福祉協議会

に委託して実施しております生活支援体制整備事業においてフレイルサポーターの

養成に取り組んでおり、フレイルサポーターの皆様にはいきいきサロン、フレイル

予防啓発イベントなど、多様な機会、場所に参加していただき、フレイル予防の推

進に大きく貢献していただいているところであります。本町といたしましては、今

後の人口構造の変化を注視しつつ、高齢者の健康寿命の延伸及びフレイル予防に資
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する取組を継続してまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきま

す。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君起立〕 

●２番議員（新居純一君） はい。再問します。ただいまの御答弁、町長、ありが

とうございました。町長の思いが伝わってまいりました。ところで、町長は、フレ

イルとはどのような状態なのか御存知でしょうか。また、フレイルを介護保険に当

てはめると、健康、要支援、要介護とどの状態に当たるという考えになっています

か、お尋ねします。 

○議長（米本義博君） 髙橋町長。 

〔町長 髙橋英夫君起立〕 

◎町長（髙橋英夫君） 要介護前に当たるかと思います。要介護に入る入口という

か、入口というかその手前、そこに移行しないような、また移行してないような状

態かと思いますけど。どうでしょうか。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君起立〕 

●２番議員（新居純一君） はい。私が認識しているのは要支援の前ではなくて、

もう要支援の状態だと認識しております。で、フレイル状態が終われば介護、要介

護の状態になると私は認識しています。それで、すみません。ほな、お返し願えま

すか。 

○議長（米本義博君） すいません。今のは、再々問でよろしいんですか。 

●２番議員（新居純一君） ええと。 

   〔髙橋町長、「再問しましたね。」の声あり〕 

●２番議員（新居純一君） 今の再問した答えはかえって。 

〔髙橋町長、「答え、答えましたね。ほんで次、再々問です。」の声 

あり〕 

●２番議員（新居純一君） はいはい、再々問。 

〔髙橋町長、「どうぞ。」の声あり〕 

●２番議員（新居純一君） はい、わかりました。町長のお答えは要支援前と答弁

ありましたけども、先ほどお話したように、私は要支援の状態だと認識しておりま



- 51 - 

す。で、ええと、すいません。ほな、お答えを願えませんか。お願いします。ちょ

っとかみ合ってませんか。 

〔髙橋町長、「僕の。」の声あり〕 

●２番議員（新居純一君） はい。認識を。 

〔髙橋町長、「あ、認識を。はい。」の声あり〕 

●２番議員（新居純一君） はい。 

○議長（米本義博君） 髙橋町長。 

〔町長 髙橋英夫君起立〕 

◎町長（髙橋英夫君） 先ほど言いましたように、要支援に入る本当にもう手前が

フレイルっていうふうにちょっと考えたんですけれども、これは違うんですかね。

もう入ってるわけなんですよね。 

〔新居議員、「はい。」の声あり〕 

◎町長（髙橋英夫君） 要介護に入るっていう話ですか。 

〔新居議員、「そう。で、要支援の状態が。」の声あり〕 

◎町長（髙橋英夫君） が、まあ。 

〔新居議員、「フレイルと。はい。」の声あり〕 

◎町長（髙橋英夫君） はい。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君起立〕 

●２番議員（新居純一君） 再々問します。はい、ありがとうございました。 

○議長（米本義博君） すみません。再々問、もう終わりました。 

●２番議員（新居純一君） あ、終わりました、これ。はい。ほな、質問を。 

○議長（米本義博君） はい。 

   〔新居純一君登壇〕 

●２番議員（新居純一君） すみません。では、質問させていただきます。先ほど

話しましたみたいに、フレイルは要支援の状態になると思いますので、フレイル予

防すると健康な状態に戻れる可能性がある状態のことになります。そこで、フレイ

ル予防には、先ほど町長からお話のありました、栄養、運動、社会参加が重要で、

その中でも一番大切なのは社会参加と私は認識しております。本町では、先ほど町

長にもありましたみたいに、あいずみスポーツクラブ会員、ゆめわくわくポイント

等で助成をしていただいてますけども、介護保険認定をしている方々にはそのよう
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な社会参加を促す町独自の取組がないように私は思います。そこで、あいずみスポ

ーツクラブ教室に参加し、フレイルから健康へ戻る手助けをするためにも、介護認

定を受けている方々にも助成をしていただきたい。先ほどから熱い思いで高齢者対

策にお話をいただいてる町長におかれましては、特に力を入れられると思ってます

ので、何とぞ善処いただきたいと思います。いかがでしょうか。答弁をお願いしま

す。 

○議長（米本義博君） 大地健康推進課長。 

〔健康推進課長 大地亜由美君登壇〕 

◎健康推進課長（大地亜由美君） 新居議員からの要支援、要介護認定を受けてい

る方への社会参加を促す助成について回答をさせていただきます。高齢者がフレイ

ル予防の大切さを学び、実践していただくためには、まず何よりも高齢者自身に外

に出ていただき、他者と交流をし、御自身にとっての新しい発見、知識、意欲を得

る機会が重要であると考えております。本町ではこれまで、高齢者が他者からの見

守りや介助が必要な状態となる時期を少しでも延伸できるよう、介護予防に主眼を

置いて事業を進めてきております。これは、高齢者が日常生活に支障を来す状態に

陥る前に健康を維持、向上するための目標を持ち、自発的な取組を行っていただく

ことで可能な限り自立した日常生活を送り続けていただきたいとの考えによるもの

です。しかしながら、御質問にもありましたとおり、要支援、要介護認定を受け、

介護サービスを利用しなければならない状態になったとしましても、重度化防止が

図られることで現状を維持、もしくは改善できる機会を設けることも重要であると

考えております。一方で、要支援、要介護認定を受けられている方は、何らかの見

守りや介助を必要とされる事情をお持ちの方となりますので、これらの方の社会参

加を促す取組の展開に当たっては、心身状態の急変にも対処できる環境が整ってい

なければならないことから、事業受入先との協議が必要だと考えております。 

また、事業実施においては財源が必要であり、仮に介護保険事業で実施すること

となりますと、事業費の一部は介護保険料で賄うこととなりますので、その事業効

果、継続性、事業規模、事業費などを踏まえた検討が必要と考えております。この

ことから、事業内容、受入体制、財源などを踏まえつつ、事業実施の可否について

は慎重な検討が必要と考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君登起立〕 
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●２番議員（新居純一君） はい。再問いたします。できれば、御検討願いたいと

思います。介護保険を受けている方が１人でも健康になって元気になるというのは

町民全部の願いだと思います。そこで、介護保険給付も、元気になれば介護保険給

付も減るかと思いますので、その点も踏まえて御検討をよろしくお願いします。私

は思うのは、補正予算を組んででも令和６年度から始めていただきたいと思ってい

ますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（米本義博君） 大地健康推進課長。 

〔健康推進課長 大地亜由美君起立〕 

◎健康推進課長（大地亜由美君） 事業の検討につきましては、先ほども申しまし

たとおり、受入事業の受入先との協議が必要となってまいります。ですので、現時

点でいつまでに実施するということはお答えできる状況にはございません。以上、

答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君登壇〕 

●２番議員（新居純一君） 先ほどのフレイルの感じでは、できれば検討していた

だきたいなと思いますのでよろしくお願いします。 

次に、上水道事業についてお尋ねいたします。今年の元旦に発生した能登半島地

震で、石川県奥能登地域での水道施設が大きなダメージを受けました。石川県によ

ると、断水は発災直後で約１１万戸、１か月半経った２月１５日時点でも輪島市、

珠洲市全域で断水しているなど、県全体で約３万戸が断水しています。断水が広範

囲で起こり長期化している理由について、複数の自治体は、地震の揺れが大きかっ

たことに加え、財源が限られる中、老朽化が進む水道管の耐震化が進んでいなかっ

たことを挙げています。事前に上下水道課に資料請求をしています。本町の配水管

耐震化状況では、お手元のとおり、配水管総延長が２４６．０９キロメートル、耐

震性あり総延長が２７．３１キロメートル、耐震化が１１．１パーセントと報告を

受けております。 

また、全国の基幹管路のうち、耐震適合性のある管路の割合は、令和３年度末で

全国平均は４１．２パーセント。被災を受けた石川県では３６パーセント。徳島県

は全国４４位の石川県より低い２８．４パーセントであり、本町は令和４年度の、

令和４年の数値ではありますが、徳島県の半分の１４パーセントと聞いておりま

す。令和１０年度までに耐震化率６０パーセントの政府目標にはほど遠い取組状況
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となっております。 

また、配水管布設替工事進捗状況と布設替工事担当職員数を見ますと、２名の職

員で布設替工事が５年間で年平均１キロメートル弱では耐震化への改善はつながら

ないと考えています。このままでは、本町の配水管の耐震化は２００年経ってもで

きない状況です。能登半島地震における水道設備の被害を受けて、災害に対する対

応策、今後の配水管布設替耐震化工事をどのように進めていくのか、お聞かせくだ

さい。 

○議長（米本義博君） 増原上下水道課長。 

〔上下水道課長 増原浩幸君登壇〕 

◎上下水道課長（増原浩幸君） それでは新居議員の上水道事業についてのうち、

能登半島地震では一部の地域でも今でも断水が続いている状況において、本町の水

道管の耐震化についてどのように進めていくのかとの質問に対して答弁をさせてい

ただきます。まず、本町の基幹管路の水道管耐震化状況でございますが、基幹管路

とは、導水管、送水管及び配水本管の総称であります。配水本管においては、水道

事業者の規模、配水区域の広がりや市街化の状況、配水管路の口径や配置状況等を

勘案して、水道事業者において適切に定めるものとなっております。本町では、口

径１５０ミリ以上の配水管を配水本管と定め、基幹管路としております。本町の令

和４年度末の基幹管路の総延長が８３．８９キロメートル、うち、耐震型及び耐震

適合管管路の延長が１３．７６キロメートルとなっており、耐震適合率が１６．４

パーセントとなっております。令和３年度末の１５．４パーセントと比較して、１

ポイントの上昇となっております。水道管の耐震化、老朽化対策の年次計画では、

現在、耐震性の低い石綿セメント管を耐震管へ布設替えをすることを中心に、令和

９年度に基幹管路耐震適合率目標を２０パーセントとしているところであります。

今後は、いつ起こってもおかしくない巨大地震に備え、非常時でも良質で安全な水

の供給ができるよう、避難所などの重要施設に向けて水道管の耐震化を計画的に進

める必要があると考えております。 

なお、現在、毎年建設改良予算のうち、水道管を耐震性のある管への布設替工事

を資材を、資材費を含めまして１億円程度予算を見込んでいるところであります。

近年、建設費等の増嵩が懸念されるところではありますが、今後も基幹管路の耐震

率向上による住民生活に不可欠なライフラインとして、水道水の安定供給に努めて

いきたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 
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○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君起立〕 

●２番議員（新居純一君） 再問いたします。先ほど御答弁どうもありがとうござ

いました。能登半島地震の被害状況を考えると、水道担当職員、布設替工事担当職

員を増員して、配水管の耐震化を図る取組をしなければならないと思います。現在

２名で、毎年、進捗が１キロメートルではとても少ないと思います。もしこれを、

取組を早急にやらなければ、私はもう人災といっても過言ではないかと思います。 

また、町民からも耐震化工事を早急に取り組むことを求められていますけども、

いかがでしょうか。 

○議長（米本義博君） 増原上下水道課長。 

〔上下水道課長 増原浩幸君起立〕 

◎上下水道課長（増原浩幸君） はい。それでは、新居議員の再問について答弁を

させていただきます。耐震適合率の進捗につきましては、先ほどの答弁のとおりで

あり、毎年１億円程度予算を見込んでおります。水道事業を取り巻く環境は、水道

管を含めた水道施設の老朽化や資材費の高騰、人口減による収入減など、全国的に

非常に厳しい経営状況の中にあり、本町も決して例外ではありません。耐震化対策

並びに老朽化対策においては、莫大な費用と時間を要します。 

また、水道事業は主な財源を給水収益として経営をしております。限られた財源

の中ではありますが、自己資金を最大限活用し、これからも良質で安定的な水の提

供を継続できるよう努めたいと考えております。以上、答弁とします。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君登壇〕 

●２番議員（新居純一君） はい。答弁ありがとうございます。でも、能登半島地

震も元旦早々起こってきました。計画はそうかもわかりませんけれども、少しでも

計画を前倒していただいて耐震化を進めることこそが町民への安心につながるので

はないでしょうか。昨年４月に作成された藍住町地域防災計画では、断水時には給

水袋一つ６リットルを配布するとしています。しかし、お隣の板野町では、令和３

年４月１日にオープンした、道の駅いたのでは、防災設備としてヘリポートや避難

所兼備蓄倉庫があるだけでなく、耐震性貯水槽が設置されています。この耐震性貯

水槽は約６０立方メートル、１人１日３リットルとして、３日間、６，０００人が

使える規模ということです。先ほど小川議員の質問の中で小川理事さんがお答え
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に、耐震性貯水槽の導入を考えておられるというお話を出たかと思います。そこ

で、本町でも各避難所に耐震性貯水槽を設置したり、先ほど上下水道課長さんのお

話のありましたように、病院と避難所に優先して水道管の耐震性のあるものを布設

替工事を行うとともに、災害が発生した時の備え、給水車を購入し、本町の隅々ま

で水が届き、町民が安心でき、災害に強い藍住町をつくり上げることこそが急務だ

と私は考えます。まず、これらのことを含めた新たな藍住町水道事業経営戦略を打

ち立てていくことが必要だと考えますが、町長いかがでしょうか、お答えくださ

い。 

○議長（米本義博君） そうですね、新居議員。通告内容と、内容が少し変わって

きているんですが。 

●２番議員（新居純一君） あ、そうですか。 

○議長（米本義博君） 給水車の導入についてっていう。 

●２番議員（新居純一君） はい。これも含めて、給水車も含めてという話で書い

たんですけど、あ、すいません。あまり多く、大きくなったらいかんなと思って、

まとめて給水車というので一つにしたんですけど。 

○議長（米本義博君） はい。理事者側が答弁書を作る場合にですね、資料をまと

めるのに通告内容と違うと、答弁書の内容、作るときの準備ができないんで。 

●２番議員（新居純一君） ああ、そうですか。 

○議長（米本義博君） ええ。 

●２番議員（新居純一君） もしよかったら、今、お答えできることがあったらそ

れでお答えしていただいて、今回については初めてですので長い目で見ていただけ

たらなと思いますので、御容赦願いたいと思います。 

○議長（米本義博君） 増原上下水道課長。 

〔上下水道課長 増原浩幸君登壇〕 

◎上下水道課長（増原浩幸君） それでは、新居議員の上下水道事業についてのう

ち、通告書にありました能登半島地震を教訓として給水車を導入してはどうかとの

質問に対して答弁をさせていただきます。議員御指摘のとおり、藍住町地域防災計

画の物資等の備蓄体制及び輸送供給体制の整備のうち、被災時の給水体制の整備と

して拠点給水の整備を整えることとしており、指定避難場所や浄水場に給水拠点を

配置することとしております。浄水場では配水地から給水できる緊急用給水栓を１

６栓整備しており、あわせて車載できる簡易給水タンクは、現在、２，０００リッ
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トル用２基、６００リットル用３基、１００リットル用５基、給水袋３，４００袋

を備えております。現在、給水タンク製造各社が能登半島地震の復興支援に携わっ

ており、タンクの在庫が不足している状況であり、購入できるめどができましたら、

簡易給水タンク及び給水袋の増設を考えております。御指摘の給水車の導入につき

ましては、災害時には活躍が見込めますが、平時にはどのように活用するのかも含

め、また、イニシャルコスト、ランニングコストの両面においても情報収集に努め

たいと思っております。 

また、現在、能登半島においては復興復旧に向かうと同時にさまざまな分野の検

証も行われているところであり、今後の検証結果にも十分注視したいと考えており

ます。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君登壇〕 

●２番議員（新居純一君） はい、ありがとうございました。耐震性貯水槽につき

ましては、また次回、質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

最後に、千間堀の排水対策についてお尋ねいたします。昨年１２月、第４回定例

会において、林議員への長楽建設課長の答弁で、さまざまな対策を検討したが、効

果的な対策を見い出していないとのことでしたが、どのような対策を検討したのか。

また、それに対する費用はどれぐらいであったのか、お尋ねします。 

○議長（米本義博君） 長楽建設産業課長。 

〔建設産業課長 長楽浩司君登壇〕 

◎建設産業課長（長楽浩司君） それでは、通告書に基づき、新居議員からの一般

質問のうち千間堀の排水対策について、さまざまな対策を検討したがどのような対

策を検討したかについて御答弁させていただきます。千間堀につきましては、これ

まで多くの議員により排水対策に関心を持っていただき、御質問をいただいており

ます。そして、その都度、当時の状況を御説明し、議会とともに排水対策に取り組

んでまいりました。平成２５年１２月９日、町議会全員協議会において、千間堀だ

けでなく町内全域の藍住町雨水排水全体計画の概要について御説明をし、その中で

千間堀に入り込む排水路敷の勾配変更、勾配変更に伴い、排水先となる地域への対

応、貯留施設などの検討結果を報告したところでございます。また、令和２年第１

回定例会において、当時の担当課長より、千間堀の排水を阻害している箇所を改修

しましても、抜本的な対策にはならないという答弁をいたしております。さらに、
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令和２年度には、千間堀流末の排水改善のため住吉地区において部分改良による排

水の分散が可能か検証しましたが、やはり、逆勾配のため工事を施工しましても限

定的であり、ほとんど効果がないとの結論に至っております。しかしながら、道路

の冠水などで住民生活に影響を与えていることも事実でございます。このため、令

和６年度一般会計当初予算の継続費に勝瑞地区浸水対策検討事業を計上し、排水対

策について引き続き検討したいと思っております。以上、御答弁とさせていただき

ます。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君起立〕 

●２番議員（新居純一君） 再問します。先ほど、長楽課長さんのほうから令和３

年第２回定例会においてのお話があって、逆勾配のため、測量の。あ、すみません。

測量の結果、逆勾配のため不可能ですよと。そのあと、しかし、測量により、新た

な千間堀へ流入する上流部の住吉字藤ノ木地区から千間堀への流入排水について

は、一部の排水路改修延長することにより、正法寺川への分散することが可能とな

りますので、今後事業による治水効果の有無を、本年度に、すなわち令和３年度で

すかね、検証をしたいと、考えてみますと奥田元副町長の答弁がありましたけど、

これはいかがでしたでしょうか。 

○議長（米本義博君） 長楽建設産業課長。 

〔建設産業課長 長楽浩司君起立〕 

◎建設産業課長（長楽浩司君） 令和２年度に、先ほども申しましたが、令和２年

の第１回の定例会において当時の担当課長より千間堀の排水の阻害している箇所を

改修しましても、抜本的な対策にならないという答弁をしております。それと、令

和２年度には千間堀流末の排水改善のため、住吉地区において部分改良による排水

の分散が可能か検証しましたが、やはり逆勾配のため、工事を施工しても限定的で

あり、ほとんど効果がないとの結論に至っております。令和３年度に、それで、議

員がお示しました、令和３年度の検証につきましては行っておりません。以上です。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君起立〕 

●２番議員（新居純一君） 再々問します。検証は、これ、何で行わなかったんで

すか。 

○議長（米本義博君） 長楽建設産業課長。 
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〔建設産業課長 長楽浩司君起立〕 

◎建設産業課長（長楽浩司君） 令和３年度の検証につきましては資料を現在、持

ち合わせておりませんので、後ほど御報告させていただきたいと思います。以上で

す。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君登壇〕 

●２番議員（新居純一君） ありがとうございます。質問させていただきます。今

年の２月に藍住東幼稚園から、あみだ橋までの区間をしゅんせつしていただきまし

た。以前は、あみだ橋以東も重機を用いて土砂を取り除いていたと地域の人から聞

いていますが、私が藍住町に転居して約２２年になりますけど、見ていません。と

いうことは、それ以前は行っていたのでしょうか、お尋ねします。 

議長（米本義博君） 長楽建設産業課長。 

〔建設産業課長 長楽浩司君登壇〕 

◎建設産業課長（長楽浩司君） それでは、新居議員からの一般質問のうち、千間

堀の排水対策のあみだ橋より東側のしゅんせつにつきまして御答弁させていただき

ます。千間堀のしゅんせつにつきましては、一部区間ではありますが船戸橋、藍住

東幼稚園の駐車場から東へ、あみだ橋の間、渇水期に藍住町建設協同組合が人力に

てでき得る範囲、本年２月に実施し、土砂や瓶、缶だけでなく、自転車を引き上げ

たところです。千間堀のしゅんせつにつきましては、段階的に年次計画にて実施し

た経緯があることを、平成２１年３回定例会にて当時の副町長が答弁しております。

町管理の排水路につきましては、５月の一斉清掃時に主要排水路のしゅんせつを実

施し、住民から御要望があった箇所につきましては、現地確認をし、流下に支障が

ある場合は藍住町建設協同組合へ発注し、でき得る範囲を実施しているところでご

ざいます。以上、御答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君起立〕 

●２番議員（新居純一君） 再問します。これも令和３年第２回定例会においてで

すけども、奥田元副町長が林議員の答弁で、千間堀排水路の流域面積は住吉地区、

勝瑞地区の２３０ヘクタールで、下流の線路沿いの土砂や樹木が阻害要因であると

言っています。２３０ヘクタールといえば、本町の７分の１に当たります広大な地

域になります。その排水、雨水が大雨では下流に一気に流れてきます。そこで、私
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も千間堀を見て回りましたが、いろいろなものが落ちています。ビニールハウスの

ビニール、コンクリート塊、それを核とした土砂もたまっています。また、側壁か

らは木が生えており、大きなものでは幹周りが１メートル、高さが６メートルにも

成長しています。 

また、流末は北島町となって、ＪＲの線路沿いには草木がこれでもかというぐら

い生えており、反対側の側壁からは、幹は、幹周り１３０センチぐらいの大木が生

えております。 

また、朽ち果てた橋もあり、これらを撤去するだけでも千間堀は流れるのではな

いでしょうか。いかがでしたでしょうか。 

○議長（米本義博君） 長楽建設産業課長。 

〔建設産業課長 長楽浩司君起立〕 

◎建設産業課長（長楽浩司君） 再問についてお答えします。千間堀は議員が御指

摘のとおり、勝瑞駅西側の竹内ハイツ駐車場付近から東向きから南向きへ流下方向

を変えまして、北島町、源九郎川を経て、今切川へ流れ込んでおります。先ほど言

っておりましたが、勝瑞駅西側の樹木が千間堀に覆いかぶさっており、台風等大雨

のときには流れを一部妨げていると考えております。それと、その、議員御指摘の

橋とかのある部分に関しましては藍住町ではございませんので、北島町と一部応神

にはなると思うんですけれどそちらのほうと協議という形になるとは思います。そ

れと、そちらのほうの、議員がまたおっしゃっていましたＪＲ側は、特に北島町の

土地でございますので、ＪＲと北島とのことになろうかと考えております。どちら

になりましても、藍住町側のほうは現地確認をして、樹木等があるようで、流下を

阻害しているようであれば、適切に対応したいと考えております。以上です。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君起立〕 

●２番議員（新居純一君） ありがとうございます。御存知のとおり、今の千間堀

の横の道は藍住東小学校。 

○議長（米本義博君） 新居君。これは再々問ですか。 

●２番議員（新居純一君） 再問です。すいません。再々問。 

○議長（米本義博君） はい。 

●２番議員（新居純一君） 申し訳ない。再々問します。御存知のとおり、東幼稚

園からの下流では千間堀に沿って、藍住東小学校の通学路、東幼稚園の通園路とな
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っています。また災害時には、東小学校への避難路にもなっています。これから雨

の多い季節を迎えます。浸水被害の軽減のためにも、抜本的な対策ができます、莫

大な費用がかかるということですので、先ほど長楽課長さんがおっしゃっとったみ

たいに阻害するものを早急に取り除いていただき、住民の不安を取り除いていただ

きたいなと思います。これで答弁を終わります。 

○議長（米本義博君） 今の再々問の答えは、いらないということですか。 

●２番議員（新居純一君） できれば、すいません。ええと、答弁お願いします。 

○議長（米本義博君） 長楽建設産業課長。 

〔建設産業課長 長楽浩司君起立〕 

◎建設産業課長（長楽浩司君） 千間堀沿いが通学路、通園路になっているので千

間堀のしゅんせつを、とかをしていただけたらというお話ではなかろうかとは思う

んですけれど、先ほども申しまして、いただきましたように、流下に支障がない、

あれば、撤去というふうに考えております。もちろん、過去には重機を使用した経

緯もございます。ただ、それからもうさらに２０年以上経っておりますので、排水

路自身もかなり老朽化しておりますので、重機を使ったしゅんせつ等には慎重に対

応すべきと考えておりますので、あくまでも藍住町建設協同組合が人力で実際やっ

ているんですけれど、それで対応していきたいと考えております。以上です。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君登壇〕 

●２番議員（新居純一君） すみません。慣れないもので申し訳ございません。で

は、その旨よろしくお願いしたいと思います。これで一般質問を終わります。あり

がとうございました。 

○議長（米本義博君） 次に、６番議員、永浜浩幸君の一般質問を許可します。 

永浜浩幸君。 

〔永浜浩幸君登壇〕 

●６番議員（永浜浩幸君） 議長の許可をいただきましたので、一般質問通告書に

より質問を行います。理事者におかれましては、明確な御答弁をお願いいたします。 

まず、防災避難所運営についてお尋ねします。防災対策としても。 

  〔永浜議員、「防災あいずみ」を提示する〕 

●６番議員（永浜浩幸君） 防災あいずみを発行したり、避難所訓練をしたり、防

災への取組を行っています。令和６年２月１８日に開催された町民一斉避難訓練で、
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指定避難所ごとの参加人数、また、アンケート結果の報告と今後の取組についてお

尋ねします。 

○議長（米本義博君） 吉成副町長。 

〔副町長 吉成浩二君登壇〕 

◎副町長（吉成浩二君） 永浜議員から町民一斉避難訓練について御質問をいただ

きました。先月１８日に開催しました町民一斉避難訓練には、全体で８３４名の町

民の皆様に御参加いただきました。今回、２月の寒い時期に初めて開催いたしまし

たが、能登半島地震の発生による防災意識の高まりなどもあり、これまで以上に多

くの方が防災に関心を持っていただいている結果であると考えております。また、

会場ごとの参加者数は、藍住中学校が９８人、藍住東中学校が１３５人、藍住東小

学校が１３９人、藍住西小学校が１７６人、藍住南小学校が１５０人、藍住北小学

校が１３６人でありました。地域によっては自主防災組織単位での参加がありまし

たので、会場ごとの参加者数には、ばらつきがあったのではないかと考えておりま

す。当日は、参加者の皆様に避難の際に使用していただく震度を感知し開錠する震

度感知式の鍵ボックスや避難所内の仕切りテントなどの説明を行うとともに、町の

防災対策に対するアンケート調査を実施いたしました。このアンケートについて約

７００人の方から回答があり、避難の際に懸念されるものとして、避難経路に倒壊

する恐れがあるブロック塀がある、簡易トイレに手すりをつけてほしいなどのほか、

今回の訓練でいろいろな体験ができてよかった、今後もこのような訓練を定期的に

実施してほしいなどの御意見をいただいたところであります。こうしたアンケート

結果を踏まえ、令和６年度当初予算には危険なブロック塀の除去等に対する補助事

業を計上するとともに、新たに簡易トイレの手すりの備蓄などを予定しております。 

また、引き続き、町民の皆様を対象としたイベント型の訓練や各種避難訓練につ

いて、より充実した訓練となるよう検討することとしております。今後とも町民の

皆様の防災意識向上に資する取組を積極的に実施してまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（米本義博君） 永浜浩幸君。 

〔永浜浩幸君登壇〕 

●６番議員（永浜浩幸君） 御答弁いただきました。ありがとうございます。防災

対策には、自助、共助、公助の３つがあります。防災の基本は自助です。まずは自

分を守ること、災害に備えて自分でできることを考え、対策していくことが大事で
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す。ですから、こういう防災訓練に関しましては、町民の皆様方、積極的な参加を

していただきたい。それが自分を守る、また、周りの人も守る、そういうふうにつ

ながっていくと思いますので、御参加いただきたいと思います。それと、また今後

の訓練等への対策、こちらのほうもアンケートを踏まえての対策ということで、ま

た期待しておりますのでよろしくお願いいたします。 

次に、避難所運営マニュアルについて、お聞きします。こちらの避難所運営マニ

ュアルというのは、地震、津波、風水被害等の大規模災害が発生し、町民が避難生

活を余儀なくされる場合に避難所の運営が円滑に行われるよう、あらかじめ運営基

準となるべくことを定めておく必要がある中でのマニュアルで、藍住町のほうもち

ゃんとあるということでお聞きしております。もうこのマニュアルがあってでもで

すね、町の職員の方、また、先ほど出ました自主防災組織等々の役員の方々がどこ

まで御存知なのか、現状そのことについてお聞きしたいと思います。 

また、そのマニュアルについてですね、今後の取組等についても御質問いたしま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（米本義博君） 小川理事兼総務企画課長。 

〔理事兼総務企画課長 小川哲央君登壇〕 

◎理事兼総務企画課長（小川哲央君） 永浜議員さんから御質問いただいておりま

す、避難所運営マニュアルに関しての御質問にお答えいたします。災害時に開設す

る本町の避難所運営につきましては、議員御質問の避難所運営マニュアルに基づき

運用していくこととしております。マニュアルでは、大規模災害の発生時、まず、

町の職員や施設管理者によって避難所を開設いたします。その後、避難者の受入れ

を開始し、住民主体での避難所運営を行います。自主防災組織や自治会など地域住

民で結成した団体を中心として避難所ごとに組織を構成し、自助、共助、公助が連

携して円滑な避難所運営が行えるようにする必要があります。今後は、この避難所

運営マニュアルに沿って、被害想定を踏まえた、より実践的な訓練の実施を検討し

てまいります。そのためには、まずは、町職員や施設管理者、自主防災組織の方な

ど避難所運営の柱となる方と、このマニュアルに沿った避難所開設から運営までの

一連の訓練を実施し、また、関係者会議の開催などを通じて、顔の見える関係づく

りやマニュアルの周知を図ってまいりたいと考えております。 

一方で、町民の皆様に対しましては、避難所でのルールの理解や、最低１日分は

御持参をお願いしたい非常用持ち出し品など事前の備えについて、今後も引き続き
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防災訓練や出前講座などの機会を通じて周知啓発に努めてまいりたいと考えており

ます。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 永浜浩幸君。 

〔永浜浩幸君登壇〕 

●６番議員（永浜浩幸君） 御答弁いただきました。ありがとうございます。開設

から避難所運営、一連の流れとして訓練もやっていくというのと、また、顔の見え

る関係づくり、これ非常に大事だと思います。こちらを、本当に訓練、訓練は訓練、

何回も重ねるごとにそれは力を発揮すると思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

続きまして、避難所運営ゲームＨＵＧを使用して避難所運営を疑似体験してみて

はどうかという御提案をさせていただきます。ＨＵＧっていうのも簡単に前回の質

問の時にもお答えいただきましたが、簡単にいえば、地域防災図上演習ということ

で、避難所の出来事や避難所対応をゲーム感覚で模擬体験するということですので、

これ、私も体験しました。本当に最初はこう、あっ、あっという、だんだんとその

出てくるカードを見たら、あら、あら、あらって非常に考えさせられます。これが

実際に訓練でそういうふうに考えさせられるものが、現実そういうことが起こった

ときに、どのように対応していくかっていうのが非常に大事だと思います。これは、

訓練において、やっぱり皆さんが会得してもらえるような、そういうふうなのを、

また、この避難所運営で実際にしてなくてもこういうふうなのがあるんだよと、ち

ょっと少しでも町民の方に興味を持っていただいてですね、それが防災へつながっ

ていけばいいと思いますので、その辺りについて御質問、お願いいたします。 

○議長（米本義博君） 小川理事兼総務企画課長。 

〔理事兼総務企画課長 小川哲央君登壇〕 

◎理事兼総務企画課長（小川哲央君） それではお答えいたします。避難所運営Ｈ

ＵＧについてです。昨年の９月定例会におきましても、永浜議員から御提案をいた

だきました。避難所運営ＨＵＧの活用についてですが、現在のところ、まだ導入に

は至っておりません。しかしながら、ＨＵＧについては避難所運営が机上で疑似体

験ができ、また、グループになって話し合いながらゲームを進めていくことから参

加者同士の交流や連帯感が生まれ、かつ、気軽に実施できることから、本町のよう

に実践的な避難所運営訓練ができていない段階においては有効であると考えており

ます。よって、本町におきましては次年度以降、まずは試行的に職員の防災研修の
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一環としてＨＵＧを取り入れたいと考えております。今後、避難所運営ゲームＨＵ

Ｇだけに限らず、実践的な避難所の開設や運営の訓練など、さまざまな手法を用い

て町全体の防災力向上となる取組を進めてまいりたいと考えております。以上、答

弁といたします。 

○議長（米本義博君） 永浜浩幸君。 

〔永浜浩幸君登壇〕 

●６番議員（永浜浩幸君） 御答弁ありがとうございます。導入してＨＵＧでのト

レーニングといいますか、ちょっと体験をしていくということで、ぜひ進めていた

だきたいと思っております。 

次に、藍住町自主防災組織のネットワークについてお尋ねします。この大規模な

自然災害の発生時、地方自治体などの行政機関による公助の活動には限界があると

思っております。そのために、地域住民が互いに協力し助け合う共助の力が重要で

あるとされています。東日本大震災、熊本地震、能登半島地震においても、地域住

民の共助の力が発揮されております。地域において、共助、中核をなす組織と位置

付けられているのが自主防災組織です。藍住町でも自主防災組織を立ち上げ、活動

されている地区があります。現在、それぞれが個別に活動していると聞いておりま

す。現在において、その自主防災組織同士の横のつながりというのはあるのかどう

か現状をお聞きしたいのと、また、今後、自主防災組織が横へつながっていく、ネ

ットワークを持っていくということも必要ではないかと思っておりますが、その件

について質問いたします。よろしくお願いします。 

○議長（米本義博君） 吉成副町長。 

〔副町長 吉成浩二君登壇〕 

◎副町長（吉成浩二君） 自主防災組織のネットワークについて御質問をいただき

ました。本町では、自分たちの地域は自分たちで守るという自覚や連帯感に基づき

自主的に結成する自主防災組織がそれぞれの地域で特色ある活動を行っておりま

す。現時点では、町内に８１の組織が結成されておりまして、日頃の啓発活動をは

じめ、地域の防災活動を牽引する重要な役割を担っていただいております。しかし

ながら、これまでの個々の自主防災組織が、これまではそれぞれが活動をしており

まして、防災活動に関する悩みや情報などを共有することができておりませんでし

た。そこで、今年度から不定期ではありますが、自主防災組織の代表者の皆様に集

まっていただき、活動状況やその時々の話題などについて情報を共有する機会を設
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けております。その中で、代表者の多数の方から、こうした情報交換の場は非常に

重要である、今後とも続けてほしいとの御意見をいただいておりまして、町といた

しましても、今後はこの会議を発展的に継続させていくため、来年度の早期に町内

の自主防災組織の連合体を立ち上げ、自主防災組織のネットワークを構築していき

たいと考えております。こうした取組につきましては、自主防災組織の活動の充実

はもとより、自主防災組織間の連携の強化にもつながるものでもありまして、平時、

災害時ともに有効であると考えております。速やかに連合体が結成されるよう、組

織化に向けての準備を進めてまいります。 

○議長（米本義博君） 永浜浩幸君。 

〔永浜浩幸君登壇〕 

●６番議員（永浜浩幸君） 御答弁ありがとうございます。ネットワークの構築、

連合体の結成、来年度に向けて今、検討していただけるということですので、ぜひ

進めていただきたいと思っております。 

続きまして、防災井戸の設置についてお尋ねします。防災井戸というのは、災害

時の発生で水道施設が被災し生活に必要な水を得られない場合に、井戸水を利用す

ることができます。災害時には多くの生活水が必要です。防災井戸はその特性を生

かし、自助となります。一般的に浅井戸は５メーターから８メーターです。しかし、

これでは水量が十分に確保できない場合があります。防災井戸は安定的な水量を確

保するため、豊富な水量があると想定されるより深い第２帯水層まで掘削を行いま

す。混乱期、震災があってから約１週間ですね、１週間内は１人１日１６リッター

の水量が必要というようにいわれております。災害時の非常水として威力を発揮す

る井戸、公園等に防災井戸の設置を検討してみてはいかがでしょうか。御答弁をお

願いいたします。 

○議長（米本義博君） 小川理事兼総務企画課長。 

〔理事兼総務企画課長 小川哲央君登壇〕 

◎理事兼総務企画課長（小川哲央君） それでは、防災用井戸の設置についてとい

う御質問にお答えをいたします。さきの小川議員の御質問でも御答弁いたしました

が、本町では災害時の生活用水の確保の一環として災害応急用井戸の登録制度を設

けておりまして、現在３３か所の登録がございます。まずは、この災害応急用井戸

を有効に活用できるように体制を整え、周知啓発により登録者数を増やし、その上

でさらに井戸水の確保が必要であると考えられる場合には、公園など地域の活動拠
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点に災害応急用井戸の設置も検討してまいりたいと考えております。能登半島地震

におきましても、長期の断水によって住民の皆様の生活や復旧復興活動に支障が出

ていると聞いております。本町といたしましても、大規模災害時の生活用水、飲料

水の確保は最優先課題であると承知しておりますので、今後もさまざまな観点から

水の確保ができるよう準備を進めてまいりたいと考えております。以上、答弁とい

たします。 

○議長（米本義博君） 永浜浩幸君。 

〔永浜浩幸君登壇〕 

●６番議員（永浜浩幸君） 御答弁いただきまして、ありがとうございます。本当

にこう生活水という水の確保は非常に大事な生命に関わることですので、先ほど言

われたように、いろいろ検討してそれでもなお必要となれば、また、ぜひ検討して

いただければと思います。それと、水道、この井戸のこの深さですね、こちらの方

もしっかりと、こう、ちょっと見ていただいて、渇水、上げたくてもその震災で水

が上がってこないような状況がある可能性もありますので、そこらも御検討いただ

きたいと思います。 

次にですね、絵本ワールド開催に向けて、質問させていただきます。このたびの

能登半島地震においてですね、被災された方、この方に、その大人に対して、絵本

って子供だけじゃなくって大人に読み聞かせても、非常にこの大人も感動を受けて

心がほっとするっていう、そういうふうな効力があるように思いますし、聞いてい

ます。今回もそういうふうなことがありまして、被災された方に絵本を読んだんで

すよね。そしたら、読んで聞いたその被災者の方が涙を流したりとか、昔の楽しか

ったことを思い出したと。そういうところで、非常にその心の本当に張り詰めた中、

絵本を読んでもらってほっとして、また頑張ろうっていう気持ちになったみたいで

す。そういうふうな力がこの絵本にはあると思います。再々、絵本ワールド開催に

向けていかがですかという提案をさせていただいております。もうしかし、たくさ

んの経費もかかりますし、いろんなこともあるんですけれど、今、現状どのように

取り組んでおられるのか質問させていただきます。よろしくお願いします。  

○議長（米本義博君） 橋本社会教育課長。 

〔社会教育課長 橋本清臣君登壇〕 

◎社会教育課長（橋本清臣君） 永浜議員の御質問の、絵本ワールド開催に向けた

進捗状況について答弁させていただきます。絵本ワールド開催については、過去、
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一般質問で永浜議員さんより御提案をいただきました。まず、絵本ワールドの県内

での開催状況ですが、これまで阿南市と小松島市で開催され、今年、阿波市で開催

される予定となっておると聞いております。全市において２日間の開催となってお

ります。 

次に、県内での絵本ワールド開催については、絵本ワールドｉｎとくしま実行委

員会と開催市町が主催となり、窓口は地元新聞社事業部となります。県内での絵本

ワールド実行委員会事務局である地元新聞社に開催における要件や予算等について

確認をしたところ、開催地での開催の目的や規模、それに伴った負担金があれば、

実行委員会事務局に申請した後、新聞社内の審査に承認されれば本町での開催も可

能であるとの話がありました。 

また、絵本ワールドの開催イベントに参加する児童文学作家、絵本作家や１万点

を超える子供の絵本の展示会などについては、実行委員会と連携している県内書店

が選出をするということでした。絵本ワールドの主なプログラムが、現在活躍をさ

れている児童文学作家、絵本作家による講演やトークショー、また、１万点を超え

る子供の本の展示会など、大規模なイベントであり、開催場所や負担金等を考慮い

たしますと、現時点での藍住町での開催は難しいと思われます。今後も絵本ワール

ドの開催について、効果や内容についても研究をしてまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 永浜浩幸君。 

〔永浜浩幸君登壇〕 

●６番議員（永浜浩幸君） 御答弁ありがとうございました。大変単独でするのは

非常に難しいということをよくわかっております。 

また、単独で無理であれば、隣接の町とかと、また、協力し合いながら、前へま

た、検討していただきたいなとお願いしておきます。 

最後になりますが、藍住町総合文化ホールのＰＲについてお聞きしたいと思いま

す。本当にこの町の担当の方、いろんな尽力のたまものといいますか、ホールでの

稼働率、先ほどお聞きしました。大ホールなんかでも１年前からでなかったら予約

できないと。１年前に予約に行っても、くじ引きになります。私もそういう場を見

ました。非常にこのホールのよさ、このすばらしいホールを町民の方がどれだけ御

存知なのか。本当にこう、町外の方からでも、このホールを借りにやってきます。

すばらしいホールが藍住町にあります。このホールで交響楽団であったり、生の劇
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であったり、そういう鑑賞ができるというものがあるっていうのは、私たち藍住町

民にとって非常に誇りです。ですから、このホール自体のよさをですね、やっぱり

町外に出すの、もちろん大事ですが、町内において本当に町内の方が県外に行かな

くてもすばらしいそういうふうな催し物をこの藍住町内で体験できると。こちらの

ＰＲについても今後どういうふうに取り組んでいかれるのかっていうのをお聞きし

たいのと、事例をいいますとですね、実際のホールで演奏された、また、劇をされ

た方のお話なんか聞いたら、非常に音がやっぱりいいらしいです。本当に音がいい。

劇団の方なんかでも、いろいろこう全国回られている方が、このホールはお客さん

との距離感もいいし、音も響くし、本当にいいホールだということを、そういうプ

ロが認めています。ですから、私たちもそういうところに行ってですね、やっぱり

こういういい文化、本当に藍住町、文化に対しても力を入れていますよと。こうい

うのは売りになると思います。まず、私たち自身もそういう文化に触れられて、気

持ちが和む。子供たちも本物が見えて、将来において、そういうふうなのが教育に

つながっていくと思います。これは本当に子供たちにとっても私たち大人にとって

も、こういうホールがあるからこそ、呼べるようなものがあると思います。そうい

うふうなのを体験していただきたいと思いますので、そこらも踏まえて、本当に今

までコロナのなんていうんですか、期間中でもそれなりにやってきてですね、今も

これだけの稼働率を保っています。今後、そういうふうな頑張ってもらっていると

ころ、もっと頑張ってくれっていうのは非常にこうちょっと言いにくいところ、で

も、いいことでのＰＲになりますので、その点についてお聞きします。よろしくお

願いいたします。 

○議長（米本義博君） 橋本社会教育課長。 

〔社会教育課長 橋本清臣君登壇〕 

◎社会教育課長（橋本清臣君） 永浜議員さんの御質問の藍住町総合文化ホールの

ＰＲについて御答弁させていただきます。文化ホールも開館５年目となり、大ホー

ル等の使用状況に関しましても、先ほど議員さんの方からもお話がありました、受

付開始日に抽選をするほどもあるほどです。ホールの藍色をモチーフとした建物内

で、小ホールをはじめ、さまざまな施設での会議や催し、大ホールでのさまざまな

舞台芸術や音楽コンサートなどの開催は、利用者、演者の方、観客の方から、先ほ

どもおっしゃっていただいたように好評をいただいております。このような要因や、

ただ、現在、県内に稼働するホールが少ないことが稼働率の上昇につながっている
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と思われます。御利用いただいている方の満足度を上げ、引き続き文化ホールを使

いたい、文化ホールへまた行きたいと思っていただけるよう運営に努めたいと考え

ております。 

また、文化ホールの自主事業についても、集客に苦戦する例もあり、さらなるＰ

Ｒも必要と考えております。現在は町の広報やホームページ、公式のラインやエッ

クス、旧ツイッターを開設しての情報発信を行っております。また、今年からです

が、実験的にラジオでのスポットＣＭを流しております。今後もインスタグラムな

どほかのＳＮＳの活用も視野に入れるなど、引き続き町内外の方へさらなる情報発

信を進め、ＰＲをしてまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただき

ます。 

○議長（米本義博君） 永浜浩幸君。 

〔永浜浩幸君登壇〕 

●６番議員（永浜浩幸君） 御答弁いただきました。ありがとうございます。引き

続いてＰＲしていただくのと、本当に藍住町の総合文化ホールが藍住町文化の拠点

となるべきものとして、また、ＰＲもしていただきたいなと思っております。それ

と今、御答弁ありましたが、実際、徳島市であったり鳴門市であったり、そこに施

設がないから来て人数が多いんじゃないかと。それだけではないと思います。本当

によさを知って、だって、地元にホールがあるところの方も、藍住町の文化ホール

は、総合センターへ予約というか、あの、ね、来ていますので、それだけではない

と思います。本当に物がよかったら、地元にあってでもこっちに来ますので、そう

いう思いでＰＲしていただきたいと思います。以上で一般質問を終わります。あり

がとうございました。 

○議長（米本義博君） ここで小休します。再開は１４時２５分からといたします。 

午後２時１６分小休 

午後２時２５分再開 

○議長（米本義博君） 小休前に引き続き、会議を再開します。 

 次に、１１番議員、林茂君の一般質問を許可します。 

林茂君。 

〔林茂君登壇〕 

●１１番議員（林茂君） それでは、議長の許可をいただきましたので、一般質問

をいたします。理事者の方は簡潔に答弁をお願いをいたします。 
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それでは、１点目です。子育て支援の拡充についてです。今、働く人の約４割が

非正規雇用でございます。同一労働同一賃金では残念ながらありません。収入は正

規雇用の約６割程度です。その上、仕事も不安定で、結婚も子育ても大変な状況が

続いています。賃金は上がらず、物価高が生活を脅かしています。町は子育て家庭

の経済的負担を軽減をし、安心して子供を育てられる環境づくりを推進するため、

次のことを要望します。１つ、子供の医療費の助成６００円の自己負担なしの完全

無料化を要望します。本町では子供の医療費の無料化を町独自で１８歳に達するま

で無料としていましたが、県が１８歳に達するまでに拡大をいたしました。町の持

ち出し分の減った分の金額はいくらですか。 

２点目です。現在、自己負担は通院の場合３歳児から、入院の場合は６歳児から

１つのレセプトにつき６００円必要です。今年４月から無償化を含め１５の市町村

が自己負担分を免除しています。藍住町でも自己負担なしにした場合、年間必要な

予算額はいくらになりますか。この点、お答えください。 

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君登壇〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） 林議員の御質問に対しまして答弁をいたします。子供

の医療費助成である、子どもはぐくみ医療助成制度につきましては、令和６年４月

以降、県の助成範囲が１８歳まで拡充され、所得要件も撤廃となります。これまで

町が単独で行っていた医療費助成を県が２分の１負担することで町負担が少なくな

るというものですが、御質問の金額について、令和４年度実績において説明をさせ

ていただきます。令和４年度のはぐくみ医療費の総額、１億８，４８２万２，６０

５円のうち、町負担額は１億７４１万５，７２６円。県負担は７，７１０万６，８

７９円となっております。この額を拡充後の補助率で計算しますと、町負担は９，

２４１万１，３０４円で、１，５００万４，４２３円の減額となります。県ではこ

の新たな財源を子育て施策への活用と考えており、県内では自己負担額の免除を実

施する自治体もございますが、本町の令和５年度自己負担額総額は概算で３，００

８万円を超える見込みとなっており、県補助による負担額分を大きく上回ります。

町としましては、必要性を見極めた上でこの財源を用いた子育て支援に役立つ環境

整備などの施策を進めていくことが大切だと考えております。以上、答弁といたし

ます。 

〔林議員、「議長、再問。」の声あり〕 



- 72 - 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君起立〕 

●１１番議員（林茂君） 今、答弁をいただきました。３，００８万円。これだけ

の財政支出があれば自己負担なしでいけると、こういうふうな状況です。先ほども

言いましたけど、４月から無償化を含めた自治体が１５の市町村にのぼるわけです。

こういう中で、なぜ藍住町がこのいわゆる、この福祉政策で、他の市町村と比べた

らいかに遅れているかということが随所、見られるわけです。私はやはりお金の使

い方は、今の生活実態から見たら、やはり、暮らしが大変なそういう子育て世代に

ね、十分にやはり町財政を使っていくと。こういう予算の立て方もひとつ検討すべ

きでないかと、このように思います。この点について答弁お願いします。 

○議長（米本義博君） 吉成副町長。 

〔副町長 吉成浩二君起立〕 

◎副町長（吉成浩二君） 今、県の分が、医療費が拡張されて１，５００万程度減

額になるというふうなお話をさせていただきました。一方で医療費を自己負担額を

なくすと約３，０００万円がかかるという形でございます。具体的には、この１，

５００万につきましては、今年度も給食費値上げせずに、補正予算を計上して補填

をさせていただいておりますけど、来年度も、給食費の値上げをせずに、この財源

を充てて給食費に、食材費の高騰などに充てていきたいというふうに考えておりま

して、当然子育て支援には充てていきたいというふうに考えておりますので御理解

いただきたいと思います。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君起立〕 

●１１番議員（林茂君） 子育て支援は、いろんな施策の中の、私が今、提案して

いるのは。 

○議長（米本義博君） 林茂君。これは再々問ですか。 

●１１番議員（林茂君） はい。はい。そうですね。 

今、提案をしているのは、子供の医療費助成ですね。これをやはり拡充をすると

いうことです。ですから、それを、子供のこの医療費の無料化の拡充と学校給食費

の負担とを、やはり別にちゃんと考えて答弁をしていただかなかったら、このお金

にはこちらに回すと、そういう代物ではないと、このように思っています。それで

は、はい。 
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〔林茂君登壇〕 

○議長（米本義博君） 今の答弁はいりませんか。 

●１１番議員（林茂君） いりません。考え、わかりました。 

それでは続けていきます。それで、やはりこの点では、残念ながら、今の子育て

支援に対する町の姿勢の一端が現れたんじゃないかと思います。 

続けて、これはやはり子育て支援なんですけど、鳴門市では、紙おむつの支給を

宅配でもう既に始めて、これは終わったようです。聞くところによりますと。この

制度は、全国の自治体でかなり広く取り組まれている制度でございます。本町でも

新生児に紙おむつの支給をする、こういうことを要望いたします。提案は、新生児

１人につき５，０００円相当のおむつの購入券を支給をすると。そして、町内の店

で購入をしてもらうと。これもやはり地域の経済を活性化していく。商店を、やは

り皆さんに、こういう制度で潤ってもらうと、こういうふうに提案すべき。そして、

この制度を導入した場合、年間予算は概算でいくら必要としますか。この点。 

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君登壇〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） 林議員の御質問に答弁をさせていただきます。鳴門市

の紙おむつの支給事業は、物価高騰対策支援事業として令和５年１１月から令和６

年２月まで実施されたものと認識しております。この物価高騰対策支援事業につき

ましては本町でも実施予定であり、０歳から１８歳までの児童６，４２９人に５，

０００円の商品券を支給するための準備を現在進めております。利用は４月からと

なりますが、お子様のために御利用いただければと考えております。ちなみに、こ

ちらの事業の６，４２９人の児童に５，０００円の商品券を支給した場合、総額と

して３，２１４万５，０００円の支出となっております。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君起立〕 

●１１番議員（林茂君） 答弁をしていただきました。私も、去年１年間で生まれ

た子供さんは２８２人ということを住民課でお聞きしました。５，０００円の、い

わゆるおむつの購入券を支給をしても１４１万、これだけのお金があればできると、

こういうふうなことを思ってました。ただ、先ほどの答弁では、この年齢も１８歳

までということで、引き上げて４月から実施をすると、こういうふうな答弁であり

ました。ぜひ、子育て支援に思い切ったやはり施策を打ち出していただきたいと思



- 74 - 

います。それでは続けて質問したいと思います。 

〔林茂君登壇〕 

●１１番議員（林茂君） それでは続けて質問をいたします。就学援助の支給問題

について質問をいたします。就学援助制度というのは、義務教育は無償とした憲法

第２６条など関連法に基づいて、小中学生のいる家庭に学用品費や入学準備金、新

入学児童生徒学用品等、それから給食費などを補助する制度です。私は議会で、こ

の問題で、特に、とりわけ経済的に困難な家庭に対する就学援助の支給を拡大をし

て、ぜひ進めてほしいと、このように要望してまいりました。この点で、資料請求

をいたしました。過去３年間、小学校と中学校の支給状況について伺います。簡潔

にひとつ答弁をお願いいたします。 

○議長（米本義博君） 藤原教育次長。 

〔教育次長 藤原あけみ君登壇〕 

◎教育次長（藤原あけみ君） 林議員の御質問について答弁させていただきます。

まず、資料請求をしていただいておりますので、資料の説明をさせていただきます。

資料は３年間の支給状況を示しております。左から順に児童生徒数、就学支援の認

定者数、全児童生徒に対する認定者の比率を示しております。数値の読み上げは省

略させていただきます。議員御質問の支給の拡大についてですが、現在の支給基準

は、生活保護基準額の１.３以下となっております。この基準については、拡大に向

けての変更は予定しておりません。しかしながら、令和６年度の申請に向けて、保

護者の方の負担を減らし、制度の周知を徹底する新たな取組を始めました。一例を

申し上げますと、６年度からは制度の御案内と申請書類を全ての保護者の方へお渡

しするように変更しました。従来の方法ですと、申請が完了するまでに保護者の方

には２段階の申請を行っていただく必要がありましたが、１回の申請で手続が完了

するように事務手続の見直しを行いました。 

また、締切り前には申請忘れがないよう、お知らせメールを学校から保護者の方

へお送りすることとしております。新年度の御案内や申請書類については、藍住町

ホームページへの掲載も毎年のように実施しております。今後も必要な方に必要な

支援がお届けできるように取り組んでまいりたいと考えております。以上、答弁と

させていただきます。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君起立〕 
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●１１番議員（林茂君） 再問いたします。先ほど具体的な数字が紹介されません

でしたが、令和４年度で見てみますと、小学校中学校ですね、認定された、就学援

助の支給が認定された、小学校で２，１４０人、中学校で１，０１６人の生徒数の

中で、認定者数は小学校が２３９人、中学校１３６人と。そして、認定の比率は小

学校が１１．１７、中学校が１３．３９、全体で１１．８８と、こういう状況なん

ですね。それで、やはりできるだけ多くの方に就学援助制度を広めていただきたい

と。先ほど、ホームページでは紹介がありましたが、私もこれもいち早く見ました。

令和６年の２月７日に事務連絡として、町の教育委員会の学校教育課から就学援助

についてのお知らせを保護者の方に全てお渡しをされたと、こういうことで。そし

て、さらに、メール等で周知を徹底していただくと。きめ細かく、やはりやってい

ただきたいと。とりわけ今、経済的な負担がどんどん増えてますので、この点を強

く要望いたします。はい。次の質問に入ります。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君登壇〕 

●１１番議員（林茂君） それでは、次の質問に入ります。就学援助と非常に関係

の深い学校給食費の問題です。以前、議会で学校給食費の滞納状況について質問を

してまいりました。そして、滞納状況と滞納の原因について、少し伺いたいと思い

ます。おそらく滞納されている家庭ですね、保護者の方には、面接等で滞納の状況

等をお話をしていると思いますので、ここ少し、詳しくしていただきたいというこ

とをお願いします。それでは、このことにつきましても、滞納状況の資料を、資料

請求いたしました。この資料請求の中には、２つの資料が出されました。それで、

上の段と下の段との、この表の違いについて、少し説明をお願いをしたいと。 

○議長（米本義博君） 藤原教育次長。 

〔教育次長 藤原あけみ君登壇〕 

◎教育次長（藤原あけみ君） 林議員の御質問について答弁させていただきます。

まず、資料請求をしていただいておりますので、資料の説明をさせていただきます。

こちらの資料も３年間の滞納状況を示しております。左から右に御覧いただきます。 

順に児童生徒数、調定額、収納額、未納額、徴収率、未納人数を示しています。林

議員の今おっしゃられました表に上段と下段がございます。上段の分が過年度、過

去の分の積み上げになっております。例えば、令和２年は令和元年以前の滞納の分

の積み上げになっております。同じく令和３年の過年度については令和２年度以前
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の滞納額の積み上げになっております。令和４年も同様でございます。現年度、令

和２年、令和３年、令和４年ありますが、これは令和２年度のみの滞納の金額にな

っております。令和３年、令和４年も同様でございます。現年と過年というふうに

分けて作らせていただいております。それでは、数値の読み上げは省略させていた

だきます。すみません。はい。 

次に、未納に対する取組を説明させていただきます。未納月の翌月に督促状を発

布、送付いたします。督促により納付いただけない場合には、先ほど林議員もおっ

しゃっておりました、電話もしくは文書等により保護者へ必ずアプローチを行って

おります。この過程で、経済状況により一括での納付が難しい場合は、分納による

納付や児童手当からお支払いいただくことを提案させていただいております。 

また、先ほど議員の質問に上がっておりました就学援助の御案内につなげること

もございます。 

御質問の滞納の原因としましては、電話、電話等で、電話で聞き取りをしました

結果、恐らく経済的な困窮の部分は、恐らく就学援助の申請等につながっておりま

すので、経済的な困窮による原因というのは少ないかなと思っております。この主

たる原因は、保護者としての責任感や規範意識の低さにあると、ではないかと考え

られております。電話とかでは納めますと言っていただいとっても、やはり納付書

をお送りしても納めていただけない方も多く、こういったところに原因があるのか

なと思っております。現在の給食の保護者負担額は、幼稚園小学校では１食当たり

２７５円、中学校で３０５円と、令和元年１０月から据え置いておりますが、近年

の物価高騰による食材費や燃料費の値上げに対応するため、昨年１２月議会では、

一般会計から２，８５０万円の補正の議決をいただきました。これからも、未納の

方のお話を丁寧に聞きながら納付へつなげていくとともに、栄養バランスを考えた

安心で安全な給食の提供で児童生徒の皆さんや保護者の方に喜んでいただけるよう

に努めてまいります。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君起立〕 

●１１番議員（林茂君） 再問いたします。今、答弁をいただきました。少し過年

度だけの給食費の滞納を少し紹介いたします。令和４年度で、中学校で未納額が３

７９万８，３１７円とこういう状況ですね。それから、小学校では４２２万３，５

８７円と。ですから、かなりのいわゆる累積した滞納額が生まれていると。こうい
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うふうな状況が毎年こう繰り返されていくと。ですから、抜本的なこの対応なり対

策がどうすべきかということを少し検討していただきたいと。先ほどの答弁では、

経済的な負担が困難なと、経済的な家庭。これでなくって、保護者の責任感が欠如

してるんじゃないかと、このようなニュアンスの答弁でした。ここら辺りは私も実

際にそれぞれの家庭の方々、保護者の方とは面接をしていないので、一概に断言は

できないんですが、もう少しやはり深く分析をしていただいて、教育委員会として、

ひとつは対応して、対策を立てていただきたいと思います。そして、給食費が支払

いできない方には、就学援助を積極的に進めていただいてるというお話を聞きまし

た。 

それから、最近、徳島新聞の報道では大きく取り上げたのが、県内の自治体では

物価高騰による子育て世代の負担を軽減するため、小松島市と美波町、北島、佐那

河内村が新年度から小中学校の給食費を無償化すると、こういう大きな報道があり

ました。ですから、その点、私は議会の中で、この今の下水道事業の赤字、２億３，

０００万あれば、学校給食費の負担も軽減をするために、それぐらいのお金を投資

をすべきでないかということを提案をしてまいりました。この点、ひとつ答弁をお

願いします。 

○議長（米本義博君） 藤原教育次長。 

〔教育次長 藤原あけみ君起立〕 

◎教育次長（藤原あけみ君） 林議員の再問について答弁させていただきます。学

校給食費を無償にした場合、令和４年度の決算では、保護者負担額の約１億８，０

００万円を町が負担することとなります。無償化についてはこれまでの教育委員会

としての回答と同様になりますが、多額の財政負担が必要となること、また、応益

負担をどう考えるかなどさまざまな観点から慎重に判断すべきことであり、厳しい

財政捻出を前提としての実施は適当でないと考えており、現時点では軽減措置の検

討はしておりません。 

また、昨年開催されました国のこども未来戦略会議では、学校給食の無償化に向

けた実態の把握と課題の整理が示されております。今後、具体的な方策を検討する

とされております。今後も国の学校給食の無償化に対する動向を注視してまいりた

いと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君登壇〕 
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●１１番議員（林茂君） 今、答弁をいただいた内容のとおりであります。少しず

つ、やはり学校給食費の負担がどうあるべきかということを役場の中ででも、やは

り十分に検討していただきたいと、こういうことを要望しておきます。 

それでは、続けて次の質問に入ります。２番目です。帯状疱疹のワクチンの接種

に助成をお願いを要望いたします。これは以前、令和４年の６月定例会で、この問

題で助成金を要望しました。当時の答弁では、県内の自治体では実施をしていない

と、こういう答弁でありました。今回、上板町議会が昨年１２月の定例会で高齢者

を対象とした帯状疱疹のワクチン接種の一部の助成を実施することを決めました。

このような、他の町で実施がされたわけです。この点も踏まえて、ひとつ答弁お願

いします。 

○議長（米本義博君） 宮本保健センター所長。 

〔保健センター所長 宮本洋子君登壇〕 

◎保健センター所長（宮本洋子君） ただいまの林議員からの御質問について御答

弁させていただきます。既に御承知のとおり、帯状疱疹ワクチンは予防接種法上の

位置付けがなく、任意接種ワクチンです。現在、国では帯状疱疹ワクチンについて、

厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会ワクチン評価に関

する小委員会で協議が続けられています。このように、国は帯状疱疹ワクチンと対

象疾患の重要性により、定期接種化を検討しているものがあります。予防接種は健

康被害が生じることもあるため、町としても予防接種法に基づく接種が望ましいと

考えています。引き続き、期待される効果、有効性の持続期間等や導入年齢など、

今後の国の方針に沿って町の帯状疱疹ワクチン接種に関する方向性を検討したいと

思います。以上、御答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君起立〕 

●１１番議員（林茂君） 再問いたします。今、答弁をいただきました。予防接種

法云々がありました。今回、徳島県保険医協会が、帯状疱疹ワクチン接種の助成制

度の創設を求める要望書というのが出されました。各自治体へ送られていますので

紹介します。徳島県保険医協会というのはどういう団体かといいますと、県内の医

師、歯科医師６０１人が加盟をする団体でございます。以前からワクチンによる予

防、予防が重要といわれている帯状疱疹ですが、高齢者だけでなく、比較的若年層

での罹患も報道されています。帯状疱疹は特に５０代以上の罹患しやすい疾病であ
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り、加齢や疲労、ストレスによる免疫力の低下、８０歳までは３人に１人が発症す

るといわれています。さらに、免疫力が低下するがん患者の罹患率はより高くなり、

複数回罹患する場合もあるといわれてます。痛みが徐々に増していき、日常生活や

就労が制限されたり夜も眠れなくなりますと。 

また、２０パーセントの学生が帯状疱疹ですね、後遺症の神経痛を併発をし、長

ければ数年以上ですね、苦しむと。頭部や顔面に帯状疱疹が出た場合、視力の低下

とか失明、顔面神経麻痺などの重い後遺症が残る可能性があると。これを防ぐため

には、ワクチン接種が有効とされていますが、現在、帯状疱疹ワクチンは任意接種

だと。接種から９年後の時点で有効性があるとされる不活化ワクチンは計２回で数

万円と高額なので、接種を断念する人も少なくありません。経済的な理由からワク

チン接種を諦め、病気に罹患することは医療者として看過できません。行政として

ワクチンで、接種で病気を防ぎ、苦しむ国民、町民がないように施策を要望します

と、こういうことですね。町民の健康を守る、守る観点からも、この帯状疱疹の接

種の助成制度が必要だということを医師の方々が言われているわけです。こういう

積極的な提案も、ぜひこれからの検討をする一つの課題として、ぜひ検討よろしく

お願いをいたします。これは要望です。 

それでは続けて、はい。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君登壇〕 

●１１番議員（林茂君） それでは続けて南海トラフ地震に備えてです。今日、他

の議員からもこの問題で質問がありました。能登半島地震から２か月半が経ちまし

た。現在、生活再建、程遠い状況が続いてます。これはもう連日、テレビ、新聞等

で報道されてますので、詳しくは申しません。私はこの中で、被災地で生活再建の

見通しが続かない。この状態がなぜ起こったのか。そして、この教訓から、各自治

体はどのようにやはり防災対策を立てていくべきかということを強く思いました。

そして、能登半島地震の教訓から学ぶべきことは、多くあります。災害が起きてか

らでは人の命も暮らしも守れません。この点では、災害に強いまちづくりをどう進

めていくか、このことが必要だというふうに考えています。で、藍住町では、耐震

改修促進計画が令和５年の７月に改訂がされています。非常に立派な分析がされて

います。南海トラフの巨大地震が起こったら、藍住町はどのような状態になるのか。

この点で、私は非常にいい計画が立てられていると思います。だが、残念なことに、
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この中ではいくつかの課題が指摘されました。耐震化に向けた課題では、耐震診断

や改修をしない理由として次のような回答が多い。全世帯とも関心がない、高齢世

帯では後継者がいないため改修しても仕方がない、こういう意見が多いと。それか

ら、高齢世帯以外の一般世帯では、経済的な理由などが挙げられると。こういう今

の問題点が指摘されて、分析されているわけです。ですから、ここ辺りを今回、私

が提案しています木造住宅の耐震診断と耐震改修工事の年度別の計画を作成しなが

ら、これらの要望にどう取り上げていくかということを一つは提案をしたいと思い

ます。その点で、一問一答にはなりませんので、続けて答えてください。 

では、一つは、町の財政、財政の支援策が非常に少ないと。一つは、木造の住宅

の耐震診断費用が３，０００円いります。もうこれは、耐震診断費用無料にしてい

る各自治体はたくさんあります。藍住町でも耐震診断３，０００円をぜひ無料にし

ていただきたい。それから、もう一つは、耐震改修の支援事業の工事費用の補助金

を増額してほしいと。県だけの補助金ではありません。で、上乗せをやはり実施を

してほしいと、こういうことを、やはりこの事業計画の中で、ここら辺あたりも、

どのように町民の皆さんの人命、そして、家屋を守っていくかということを、位置

付けを明らかにしていただきたいと。それと、あともう１点です。町の危機管理室、

担当者は現在２人です。それで、これも坂出に行きました。議会の防災対策。そう

すると、藍住町も危機管理、その担当者、増やしたほうがいいですねと、こういう

ふうなことを聞きました。これは以前にも私、提案をいたしました。この点つきま

して、私はこのように考えていますので、南海トラフ地震に対する改修の促進計画

の中身も検討していただくことを含めて答弁をお願いします。 

○議長（米本義博君） 小川理事兼総務企画課長。 

〔理事兼総務企画課長 小川哲央君登壇〕 

◎理事兼総務企画課長（小川哲央君） 御質問いただきました要望というか、御質

問にお答えいたしたいと思います。まず、木造住宅の耐震診断とか計画、改修計画

の関係でございます。林議員、先ほど申されたとおりでございまして、まず、くだ

りから申し上げますと、まず、能登半島地震において古い木造住宅の倒壊などによ

りまして多くの尊い命が奪われ、失われました。 

また、阪神淡路大震災や熊本地震など過去の大規模の地震の際にも同様に多大な

被害が発生いたしました。このことから、地震による人的被害を減少させるために

は、住宅の倒壊などの被害を最小限に抑える耐震化が非常に重要であると考えられ
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ます。本町におきましても、南海トラフ巨大地震による甚大な被害が想定されてお

り、住宅などの耐震性を高め、町民の皆様の命を守ることは喫緊の課題であるとな

っております。先ほど議員おっしゃられましたとおり、本町では耐震、建築物の耐

震化率を向上し、地震時における人的被害及び建物被害を軽減することを目的とい

たしまして、藍住町耐震改修促進計画を策定いたしております。こちらについては、

平成２０年に策定をいたしまして、先ほど議員おっしゃられましたように、去年、

令和５年７月に改定いたしまして、公表いたしておるところでございます。その中

で、本町の最新の耐震化率は８９.６パーセントとなっておりますが、今後できる限

りの耐震化の促進、推進を目指すとともに、住宅が被災したとしても人命が失われ

ないことを重視する減災化の視点も取り入れ、地震発生時における死者ゼロを新た

な目標として、取組を推進していく計画としております。 

また、一方で、先ほど議員もおっしゃられました中にもありましたが、県が、徳

島県が行ったアンケート結果、調査結果では、耐震化が進んでいない理由として、

関心がない、大丈夫だと思っている。高齢のため後継者がいないという回答も多く、

また、耐震化を進めていく取組として、県内の一部では耐震診断の自己負担を無料

にして実施している自治体も聞いておりますが、無料そのものが、必ずしも耐震化

推進のインセンティブになっているとは認識いたしておりません。そのような状況

を踏まえ、本町といたしましては、耐震診断の無料化や耐震改修の補助金増額とい

うことではなく、まずは、町民の皆様の防災に対する意識を向上するための取組と

して、戸別訪問や防災出前講座を通して直接、町民の皆様に耐震化を促し、あるい

は防災訓練やイベントで耐震相談を実施するなど、意識の向上に努めているところ

であります。一方で、住宅の耐震化など防災担当業務に従事する職員につきまして

は、先ほど議員、言われましたように、現在、正規職員２名に加えまして、消防職

員退職者の会計年度任用職員１名の３名体制で業務を担っているところでございま

す。災害対策や災害対応業務は、町民の皆様の生命や財産に直接関わる業務である

がゆえに専門的な知識も求められます。その意味で、防災対策を強化する、防災力

を向上するためには、単に人を増やすということではなく、防災に関しての専門的

な知識や経験を有する人材が必要であると考えます。今後、他の自治体の取組事例

なども参考にし、防災対策の体制強化について検討してまいりたいと考えておりま

す。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 
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〔林茂君起立〕 

●１１番議員（林茂君） 再問。今、答弁いただきました。残念ながら、耐震診断

のいわゆる３，０００円の費用は無償にしないと、こういうふうな答弁でありまし

た。私、２０１９年の３月の定例会で、木造住宅の耐震診断、耐震改修の問題、具

体的な質問をいたしました。それで、平成１２年の５月３１日以前に着工された木

造住宅の耐震診断を現在、実施をしているわけですね。それで、藍住町では６，６

４４戸あるわけです。それで、現在まで、令和４年度末まで、総戸数６，６４４戸

に対して耐震診断、耐震診断の支援事業を受けた人、累計で６６８件、わずか１０

パーセントしか耐震診断を受けていないと、こういう現状をやっぱり改めて計画の

中で具体化してほしいと。それから、１．０未満は倒壊する恐れがあるということ

で、これも６５３戸数、倒壊する恐れがあるというふうに診断された。これも総戸

数に対して９.８と、残念ながら、ものすごく、この点では非常に遅れているという

ことを指摘をして、改善を図っていただきたいと、こういうふうに思います。 

 それでは、続けて質問いたします。 

〔林茂君登壇〕 

●１１番議員（林茂君） それでは、住宅リフォーム助成制度の創設ということで

質問をしています。これは、住宅環境の改善と地元業者の仕事を増やす。地域経済

を活性化する。事業内容は、災害予防バリアフリー化、省エネルギー化、地球温暖

化対策として、住宅の断熱性の向上につながる壁とか屋根、床下などに断熱材を入

れることや既存の窓に内窓を付けて二重窓にする、改修工事に取り組む、こういう

事業を行うことが必要だと。これは、電気代の節約と地球温暖化防止、この両面に

大きな役立つ地域経済政策にもなると思うんですね。ぜひ、これもひとつ具体的に

検討していただいたらどうかと思います。答弁お願いします。 

○議長（米本義博君） 小川理事兼総務企画課長。 

〔理事兼総務企画課長 小川哲央君登壇〕 

◎理事兼総務企画課長（小川哲央君） それではお答えいたします。議員御提案の

住宅リフォーム事業についてでございます。昨年の９月定例会におきましても同様

の御質問があったかなと思います。まず、棚やタンスの転倒防止などの災害予防に

関するような事業のうち、家具転倒防止器具の取付けや感震ブレーカーの取付けに

は町独自の補助事業を創設し、支援を行っているところであります。過去の地震被

害では家庭内の家具や家電製品の転倒や落下、また、電気火災によって多数の被害
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が生じており、その対策は大変重要であります。地震被害を最小限に抑えるために

も、家具の転倒防止対策や感震ブレーカー設置の普及促進をさらに図ってまいりた

いと考えております。 

また、議員、議員おっしゃる省エネ住宅の省エネ関係についてでございますが、

床や外壁などに断熱材を用いた住宅の断熱性の向上に資する改修など住宅の省エネ

リフォームについては、国において、リフォームを支援する補助制度がございます。

本町におきましては、現在のところ御質問にある住宅リフォーム事業については予

定はしておりませんが、今後、省エネなど温暖化対策に関する施策などについて、

他の自治体の取組を、事例を参考に研究してまいりたいと考えております。以上、

答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君登壇〕 

●１１番議員（林茂君） ぜひ検討してください。地域経済、そして、地元の中小

業者の皆さんの仕事の確保にもつながります。 

それでは、次の質問に入ります。能登半島地震では下水道の破損でトイレが使え

なくですね、汚物処理が、で支障が出ていました。藍住町は液状地帯であり、災害

に強い下水道というのは不可能だと私は思います。この点で、町の考えはどうです

か。 

○議長（米本義博君） 増原上下水道課長。 

〔上下水道課長 増原浩幸君登壇〕 

◎上下水道課長（増原浩幸君） それでは、林議員の南海トラフ地震に備えてのう

ち、能登半島地震では下水道の破損で支障が出ているが、地盤の液状化も含め下水

道は大丈夫であるかとの質問に答弁をさせていただきます。能登半島地震の被災地

では、議員御指摘のとおり下水道も大きな被害を受け、被害状況の確認や復旧作業

を急いでおります。能登半島６市町では、令和６年１月末時点で下水道管路総延長

の５２パーセント程度が被災したとのことであり、過去の大地震と比べて突出して

高いようであります。能登半島の市町の下水道は、多くが平成の初め頃に供用が開

始されたようであります。本町の下水道は、供用開始が平成２１年度と管渠が比較

的新しく、レベル１地震動に対しても流下能力を確保する設計とし、材料につきま

しても耐震基準を満たすものとなっております。埋め戻しに関しましても、透水性

の高い材料を使用することで液状化による構造物の浮き上がりを防止しておりま
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す。また、可とう性のある材料を使用することにより、揺れによる材料の変位が他

の材料に影響しにくい配管となっております。これにより構造物の被害を最小限に

とどめ、早期の復旧ができるよう工夫をしています。 

なお、令和２年３月には、徳島県が県内自治体を取りまとめ、日本下水道管路管

理業協会と災害協定を締結しており、迅速な被害調査や応急復旧ができるように努

めています。 

また、下水終末処理場においても、現行の耐震基準において耐震性が確保されて

います。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君登壇〕 

●１１番議員（林茂君） 答弁いただきました。災害に耐えられる下水道だという

ことを答弁をしていただきました。 

それでは最後の、資料請求をしました藍住町での汚水処理事業で、公共下水道事

業と合併浄化槽の２つの事業を行っています。汚水処理に要した事業費の内訳を伺

いたいと、こういう質問でございます。それで時間がないので説明をしていただく

ということで、こちらのほうから少し資料請求に基づいてですね、令和４年度末な

んですが、公共下水道は総額が５１億３，０００万ですかね。それで、設置件数が

１，４２２基ということで、１基当たりの工事費用が３６１万。こういうことです

ね。それで、合併浄化槽は２，９９２基。それで、１基当たり２６万６，０００円。

これだけの開きがあるわけなんですけど、今、県の汚水処理の事業の見直しで、新

たに合併浄化槽に切り換えていくと。この点では、確かに、今、申しましたように

１基当たりの工事費用もものすごく単価が安くなるんですね。それで片一方は、５

１億３，０００万、公共事業、公共下水道。で、合併浄化槽は、７億９，７００万。

こういう状況です。あまりにも工事費用の金額の開きがあり、あるわけですね。で

すから、１基当たりの値段も高くつくわけです。それで、汚水処理の人口、人口の

普及率はどうかといいますと、公共下水道の１２.５パーセントです、人口普及率

は。そして、合併浄化槽は５２.１パーセントということで、４倍から、合併浄化槽

の、汚水処理の人口普及率は高いわけです。全体で６４.６パーセントですが、こう

いう状況から見て、今、県が合併浄化槽に切り換えていく、この方針というのは当

たり前であって、そして、もう今、下水道を整備っていうのはもう時代に沿わない

と。この点では、徳島市は、川内、応神両町を整備する予定だったんですが、事業
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を着手せず終了したと、こういう状況が今、生まれているわけです。ですから、改

めて、藍住町でのこの公共下水道と合併浄化槽の費用と単価の比較をしながら、経

済的な負担っていうのは、全て町民の皆さんに税金という形でかかるわけですよ。

２億３，０００万円からの毎年の赤字です。先ほどいろいろ福祉政策でも答弁があ

りましたけど、財政の問題が出されましたけど、私はこういうところへ使ってほし

いということを最後に申し上げて、私の答弁、質問を終わらせていただきます。答

弁だけお願いいたします。 

○議長（米本義博君） 増原上下水道課長。 

〔「質問の内容わかったで。今の。何て言よったんか、ちょっとわか  

らんのやけど。」の声あり〕 

○議長（米本義博君） 通告書に沿っての質問の返答しかできません。 

   〔「いやいや、何を聞いたんか、聞かなあかんのちゃうん。そもそも 

質問。」の声あり〕 

〔上下水道課長 増原浩幸君登壇〕 

◎上下水道課長（増原浩幸君） それでは、林議員の通告書に沿っての汚水処理に

要した事業費の内訳及び採算がとれるのかという質問に対して答弁をさせていただ

きます。汚水処理に要した事業費の内訳につきましては、先ほど資料請求の説明が

あったとおり、建設改良事業費としては令和４年度末で約６７億５，０００万円、

うち工事費は、おおむね５１億円となっております。主な財源は交付金と地方債で

あり、また、令和４年度には、令和２年４月に実施した公営企業会計の適用を踏ま

え、藍住町下水道経営戦略を見直し、最適な投資規模や資金計画等経営課題の再検

討を行い、将来にわたる持続可能な経営に向けた取組を進めているところでありま

す。令和１２年までの投資・財政計画を策定したところ、収益的収入予算について

は営業収益と他会計負担金を、資本的収入予算については交付金、下水道企業債、

他会計からの繰入れの調達を見込むこととなっております。 

また、なお、本町の公共下水道事業は、下水道につなぎ込んでいる家屋等の汚水

処理だけでなく、し尿処理施設である中央クリーンステーションを下水道投入方式

へと処理方法の変更を行ったことにより、町内全域のし尿処理の一端を担っている

と考えております。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君登壇〕 
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●１１番議員（林茂君） これで一般質問を終わります。ありがとうございました。 

 

○議長（米本義博君） 以上で、通告のありました５名の一般質問は終わりました

ので、これで一般質問を終了します。 

お諮りします。議案調査のため３月２０日から３月２４日までの５日間を休会し

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（米本義博君） 異議なしと認めます。したがって、３月２０日から３月２

４日までの５日間を休会することに決定しました。 

 なお、次回本会議は、３月２５日、午前１０時、本議場において再開しますので、

御出席をお願いいたします。 

本日は、これで散会します。 

午後３時２６分散会 
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令和６年第１回藍住町議会定例会会議録（第３日） 

令和６年３月２５日藍住町議会定例会は、藍住町議会議事堂において再開された。 

１ 出席議員 

１番議員 栗島 和義 ９番議員 森  伸二 

２番議員 新居 純一 １０番議員 小川 幸英 

３番議員 元木 春香 １１番議員 林   茂  

４番議員 紙永 芳夫 １２番議員 奥村 晴明 

５番議員 竹内 君彦 １３番議員 佐野 慶一  

６番議員 永浜 浩幸 １４番議員 森  志郎 

７番議員 前田 晃良 １５番議員 鳥海 典昭 

８番議員 宮本 影子 １６番議員 米本 義博 

２ 欠席議員 

     なし 

３ 議会事務局出席者   

   議会事務局長 島川 紀子          主査  細川 佳代 

４ 地方自治法第１２１条の規定に基づく説明者 

町長 髙橋 英夫 

副町長 吉成 浩二 

教育長 青木 秀明 

教育次長 藤原 あけみ 

会計管理者 堀川 真由美 

理事兼総務企画課長 小川 哲央 

福祉課長 深見 亜喜 

税務課長 堺  政仁 

健康推進課長 大地 亜由美 

保健センター所長 宮本 洋子 

社会教育課長 橋本 清臣 

住民課長 山瀬 佳美 

生活環境課長 鈴木 恵子 

建設産業課長 長楽 浩司 

上下水道課長 増原 浩幸 
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 ５ 議事日程  

（１）議事日程（第３号） 

第１  議第４号 令和５年度藍住町一般会計補正予算について 

第２  議第５号 令和５年度藍住町特別会計（国民健康保険事業）補

正予算について 

第３  議第６号 令和５年度藍住町特別会計（介護保険事業）補正予

算について 

第４  議第７号 令和５年度藍住町特別会計（介護サービス事業）補

正予算について 

第５  議第８号 令和５年度藍住町特別会計（後期高齢者医療事業）

補正予算について 

第６  議第９号 令和６年度藍住町一般会計予算について 

第７  議第１０号 令和６年度藍住町特別会計（国民健康保険事業）予

算について 

第８  議第１１号 令和６年度藍住町特別会計（介護保険事業）予算に

ついて 

第９  議第１２号 令和６年度藍住町特別会計（介護サービス事業）予

算について 

第１０  議第１３号 令和６年度藍住町特別会計（後期高齢者医療事業）

予算について 

第１１  議第１４号 令和６年度藍住町下水道事業会計予算について 

第１２  議第１５号 令和６年度藍住町水道事業会計予算について 

第１３  議第１６号 監査委員条例の一部改正について 

第１４  議第１７号 藍住町の職員の育児休業等に関する条例の一部改正

について 

第１５  議第１８号 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準

を定める条例の一部改正について 

第１６  議第１９号 藍住町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の一部改正について 

第１７  議第２０号 藍住町国民健康保険税条例の一部改正について 

第１８  議第２１号 藍住町河川敷運動公園パークゴルフ場の設置及び管
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理に関する条例の一部改正について 

第１９  議第２２号 藍住町介護保険条例の一部改正について 

第２０  議第２３号 藍住町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につ

いて 

第２１  議第２４号 藍住町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部改正について 

第２２  議第２５号 藍住町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部

改正について 

第２３  議第２６号 藍住町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正について 

第２４  議第２７号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

改正について 

第２５  議第２８号 町道の路線変更について 

第２６  議第２９号 指定管理者の指定について 

第２７  議第３０号 指定管理者の指定について 

第２８  議第３１号 藍住町教育委員会教育長任命の同意について 

第２９  議第３２号 藍住町副町長選任の同意について 

第３０  議第３３号 藍住町副町長選任の同意について 

第３１  発議第１２号 議員派遣の件について 

第３２  諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

第３３  議会運営委員会及び各委員会における所管事務等に関する閉会中の

継続調査申出書について 
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令和６年藍住町議会第１回定例会会議録 

３月２５日 

午前１０時開議 

○議長（米本義博君） おはようございます。ただいまから、本日の会議を開きま

す。 

   

○議長（米本義博君） 日程に入るに先立ちまして、諸般の報告を行います。 

 監査委員から毎月実施した例月出納検査の結果において、議長あて報告書が提出

されておりますので、御報告しておきます。 

   

○議長（米本義博君） これより、日程に入ります。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

 

○議長（米本義博君） 日程第１、議第４号「令和５年度藍住町一般会計補正予算

について」から日程第２７、議第３０号「指定管理者の指定について」までの２７

議案を一括議題とします。 

 本案については、所管の常任委員会に付託しておりますので、委員長の報告を求

めます。 

初めに、永浜厚生常任委員会委員長から報告を求めます。 

永浜浩幸君。 

〔厚生常任委員会委員長 永浜浩幸君登壇〕 

●６番議員（永浜浩幸君） 議長から委員長報告を求められましたので、ただいま

から、厚生常任委員会に付託された１５議案に対する審査の概要を御報告いたしま

す。 

 本委員会は、３月７日に開催し、髙橋町長ほか関係職員出席のもと、付託された

１５議案について関係理事者に補足説明を求め、審査を行いました。委員からの主

な質疑の内容及び意見については次のとおりであります。 

議第１０号「令和６年度藍住町特別会計（国民健康保険事業）予算について」の

歳入歳出予算事項別明細書１総括（歳入）の中で、国民健康保険税はマイナス５，

３９０万円となっているが、人が減ったとか保険税が安くなったとかで減っている

のか。あと、県支出金も約１億円減っているが、同じ理由かとの質問があり、加入
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者数が減っている状況を反映してのこととの説明がありました。 

議第１１号「令和６年度藍住町特別会計（介護保険事業）予算について」の歳入

で介護保険料が１，２００万円減っているが、歳出で保険給付金は増えている。こ

れはどういう意味かとの質問があり、介護保険料の減収は基準月額を２００円引き

下げることが主な要因で、国の省令改正に伴う介護保険料段階の増加による増収を

含めても減収を見込んでいる。一方で、給付費は、国の制度改正による介護報酬改

定の加算分と経年的な給付費の増を反映しているとの説明がありました。 

議第１３号「令和６年度藍住町特別会計（後期高齢者医療事業）予算について」

では、保険料が増えているが、支出にあたり給付金も増えている。これは、後期高

齢者が増えていると考えたらよいのかとの質問には、被保険者数の増加により保険

料の収入も上がり、それに伴い、給付費も上がってきているとの説明がありまし

た。 

また、高齢者が増えるということは、町として高齢者対策を充実していかなけれ

ばならないということにもつながっていくのかとの質問には、当然、高齢者対策に

重点を置いて実施していくというふうには考えているとの説明がありました。 

国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険について、各滞納が見受けられる

がどのように解消していくのかとの質問には、国民健康保険税について、まずは滞

納者と協議を行い、一段目は分納の話を進めている。分納においても対応しきれな

い生活保護や本人不明の場合は、最終的には欠損処分となる。滞納整理機構等とも

協議しながら、滞納が減るよう努めている。欠損として消えるケースは、１番目が

時効の完成によるもの。もう一つが即時消滅。そのほか、貧困等により滞納処分を

３年間停止した方について、消滅する処理がなされている。国民健康保険税につい

て欠損した令和４年度の実績は、滞納処分の停止を３年間継続したものが３３万８

００円、時効完成によるものが４７６万９，７４７円、即時消滅については２２５

万７，８５３円との説明がありました。 

審査の結果、付託された１５議案については、全会一致でいずれも原案のとおり

可決するべきものと決定いたしました。以上、３月７日に開催されました厚生常任

委員会における付託議案に対する審査の結果であります。令和６年３月２５日、厚

生常任委員会委員長、永浜浩幸。 

○議長（米本義博君） 次に、前田建設産業常任委員会委員長から報告を求めま

す。 
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  前田晃良君。 

   〔建設産業常任委員会委員長 前田晃良君登壇〕 

●７番議員（前田晃良君） 議長から委員長報告を求められましたので、ただいま

から、建設産業常任委員会に付託された５議案に対する審査の概要を御報告いたし

ます。 

 本委員会は、３月１１日に開催し、髙橋町長ほか関係職員出席のもと、付託され

た５議案を上程後、小休中に付託案件である町道の路線変更についての現場を視察

いたしました。現場視察終了後、付託された５議案について関係理事者から補足説

明を求め、審査を行いました。委員からの主な質疑の内容及び意見については次の

とおりであります。 

 議第９号「令和６年度藍住町一般会計予算について」、個別施設計画策定事業

中、路面性状調査個別施設計画策定業務に９００万円計上されているが、その内容

は何かとの質問があり、本町において約２５０キロの町道を管理しており、限られ

た予算の中で舗装の補修などを進めているが、住民からの舗装の要望も多数あるた

め、国費や起債を活用して計画的に事業を進めたいと考えている。その中で、その

国費を活用するためには、まず、路面性状調査に基づいて長寿命化計画に当たる舗

装個別施設計画を策定する必要があるため、これらを委託業務にして実施したいと

考えており、当初予算に上げているとの説明がありました。 

また、勝瑞地区浸水対策検討事業中、排水対策検討業務委託料について７５０万

円の予算が組まれているが、この内容は何かとの質問があり、勝瑞地区千間堀につ

いて降雨が多いとき排水が水路からあふれるとのことであるため、町においても千

間堀の改修や大型の貯留槽などの計画を立案したが、いずれも多額の費用を要する

ため実現には至っていない。そのために、開発地域や既存の宅地への雨水貯留槽の

設置の補助金なども含めて実現可能な方策や必要な規模に応じて排水対策を検討す

る必要があることから、本業務を実施することになったとの説明がありました。 

公園管理費の中で、みどり橋について老朽化による緊急点検を行っているが、４

月以降も通行止めが続くのか。また、今後どのような方向性を考えているのかとの

質問があり、既に業者から橋のたもとにおいて橋脚部分が腐食により４分の３の耐

久力を失っているとの報告があり、現状では危険な状態にあると考えている。今

後、改修工事を行っていくのか、撤去の方向で考えていくのかを検討することとし

ており、４月以降も通行止めを継続する予定である。方向性が決まり次第、議会に
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報告させていただくとの説明がありました。 

また、町営住宅個別施設計画策定事業中、委託料が７５０万円となっているが、

この内容は何かとの質問があり、町営住宅は現在１０団地あるが、この町営住宅に

関して安全性と維持管理を実施するために国と地方公共団体が一丸となって策定す

る計画があり、適正な点検と修繕、データ管理などを行い、各町営住宅ごとに長寿

命化のための事業実施予定一覧を作成するものであるとの説明がありました。 

また、道路簡易舗装費について前年度が６，６００万円となっていたが、今年度

は３，６００万円となり３，０００万円の減額になっているが、減額にした理由に

ついて質問があり、財政的に厳しいところもあり、財政当局側からの減額になった

可能性もあると思うが、現在のところは３，６００万円で当初はやっていこうと考

えている。舗装要望は多くあるため、財政当局と協議をしながら補正対応をできた

らと考えているとの説明がありました。 

正法寺川の法面について、所有と管理はどこか。法面に果樹などをたくさん植え

ている所があるが、できるだけ早い機会に伐採して整備しなければ、地震や集中豪

雨などがあった場合、害になるのではないかとの質問があり、所有は国で、法面も

含めて管理を県がしている。法面の清掃については県に働きかけ、入札までは至っ

たが、その後、不調になったと聞いている。増水したときには水の流れを阻害する

恐れもあり流下の低下にもなるため、県に確認し、対応していただくように要望し

たいとの説明がありました。 

 審査の結果、付託された５議案については、全会一致でいずれも原案のとおり可

決するべきものと決定いたしました。以上、３月１１日に開催されました建設産業

常任委員会における付託議案に対する審査の結果であります。令和６年３月２５

日、建設産業常任委員会委員長、前田晃良。 

○議長（米本義博君） 次に、森総務文教常任委員会委員長から報告を求めます。 

森伸二君。                                                   

   〔総務文教常任委員会委員長 森伸二君登壇〕 

●９番議員（森伸二君） 議長から委員長報告を求められましたので、ただいまか

ら、総務文教常任委員会に付託された９議案に対する審査の概要を御報告いたしま

す。本委員会は、３月１２日に開催し、髙橋町長ほか関係職員の出席のもと、付託

された９議案について関係理事者に補足説明を求め、審査を行いました。委員から

の主な質疑の内容及び意見については次のとおりであります。 
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議第９号「令和６年度藍住町一般会計予算について」のうち、危機管理対策費

中、災害物資集配拠点施設整備事業について質問があり、具体的な場所は現在、検

討中であるが、令和６年度に用地を取得し、建物の設計をし、令和７年度に建設し

たいと考えているとの説明がありました。 

また、以前、東部地区に避難場所を設置すべきとの質問に場所を検討するとの答

弁だったが、この集配拠点との関連性はとの質問には、避難場所をつくるという限

定的な答弁ではなく、そういう施設は必要であるとの認識でお答えをしたとの説明

がありました。 

さらに、別のものかとの質問には、別に新たにつくるとの考えは現時点では特に

はないとの説明がありました。 

学校教育総務費、教科書指導書整備費について、前年度にはなかった予算が計上

されているのではとの質問に、教科書の改訂は大きく１０年を一区切りとしてい

る。その間に４年ごとに２回、最後に２年の改訂があり、今回はその２回目の４年

の改訂があるためで、昨年は改訂がなかったとの説明がありました。 

議会費中、音響設備の改修工事について、どのような工事かとの質問には、昨年

の６月議会にマイク等の不具合が生じ、応急的な措置として修繕を行った。業者か

ら、議場の設備、マイク整備等、システムの入替えが必要であるとのことで予算計

上をしているなどの説明がありました。 

財産管理費中、庁舎の屋上に太陽光パネルを設置するという計画で１億３，３０

０万円マイナスになっているが、全体の工事費の当初予算から比べて減ったのかと

の質問があり、令和５年度と令和６年度の増減の比較となっている。庁舎の再生エ

ネルギーの予算は５年度、予算付けをして終わったため、６年度はないのでゼロと

いう意味合いであるとの説明がありました。 

町制施行７０周年記念事業の１１万円の用途についての質問には、来年４月に７

０周年を迎えるため、記念誌発行事業で５００万円計上している。６年度にさまざ

まな準備をしていくために必要な消耗品等を計上したものとの説明がありました。 

また、何か事業をする予定かとの質問には、これからどういったものをするか検

討していくとの説明がありました。 

藍染普及推進事業で、藍の館の入館者は増えているのかとの質問には、今年度の

見込みで１万６，０００人ぐらい。だいぶん増えているとの説明がありました。 

また、台湾からの飛行機が就航になり外国人観光客も増えると思うが、その対策
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はとの質問には、インバウンド用の旅行の企画を行っており、奥村家の西座敷で食

事をしたり、阿波踊りの連を呼んだりしていくような形で、今、実施をしていると

の説明がありました。 

議第２１号「藍住町河川敷運動公園パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例

の一部改正について」のうち、藍住町河川敷公園パークゴルフ場の管理者につい

て、日本道路株式会社徳島営業所のほかに応募した業者はあるのかとの質問には、

日本道路株式会社、１者であるとの説明がありました。 

  審査の結果、付託された９議案については、全会一致でいずれも原案のとおり可

決するべきものと決定いたしました。以上、３月１２日に開催されました総務文教

常任委員会における付託議案に対する審査の結果であります。令和６年３月２５

日、総務文教常任委員会委員長、森伸二。 

 

○議長（米本義博君） ただいまの報告のとおり、各常任委員会に付託されました

議案は、慎重に審査され、全議案承認との報告がなされておりますが、これから、

会議規則第４３条の規定により、ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕   

○議長（米本義博君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

○議長（米本義博君） お諮りします。ただいま議題となっています議第４号から

議第３０号までの２７議案については、各常任委員会において十分審議を尽くされ

たと思いますので、討論を省略し、直ちに原案のとおり議決したいと思います。御

異議ありませんか。  

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（米本義博君） 異議なしと認めます。 

したがって、議第４号「令和５年度藍住町一般会計補正予算について」から議第

３０号「指定管理者の指定について」までの２７議案については、原案のとおり可

決されました。 

 

○議長（米本義博君） 日程第２８、議第３１号「藍住町教育委員会教育長任命の

同意について」を議題とします。 
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 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 髙橋町長。 

〔町長 髙橋英夫君登壇〕 

◎町長（髙橋英夫君） ただいま議長から提案理由の説明を求められましたので、

議第３１号「藍住町教育委員会教育長任命の同意について」、提案理由の説明を申

し上げます。 

議第３１号につきましては、氏名、堤広幸、任命年月日は令和６年４月１日であ

ります。何とぞ御同意を賜りますようお願い申し上げます。以上、提案理由の説明

といたします。 

○議長（米本義博君） 議第３１号につきましては、ただいま町長から説明があり

ましたように、本案は、人事に関する案件でありますので、質疑、討論を省略し、

直ちに原案のとおり議決したいと思います。これに御異議ありませんか。  

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（米本義博君） 異議なしと認めます。 

したがって、議第３１号「藍住町教育委員会教育長任命の同意について」は、氏

名、堤広幸氏を任命同意することに決定しました。なお、任命年月日は令和６年４

月１日であります。 

○議長（米本義博君） ここで、堤広幸氏がおいでになりますので、御挨拶をお願

いします。 

〔堤広幸氏、入場、登壇〕 

◎堤広幸氏 ただいま御紹介をいただきました堤広幸でございます。このたびは教

育長の任命に当たりまして、御同意をいただき誠にありがとうございます。青木教

育長の後任という重責に身が引き締まる思いでございます。今後は藍住町の子供た

ちのため、そして町民の皆様のため誠心誠意取り組んでまいる所存でございますの

で、議会の皆様におかれましては御指導、御鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申

し上げて、簡単ではございますが御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

〔堤広幸氏、退場〕 

 

○議長（米本義博君） 日程第２９、議第３２号「藍住町副町長選任の同意につい

て」を議題とします。 
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本案について、提案理由の説明を求めます。 

 髙橋町長。 

〔町長 髙橋英夫君登壇〕 

◎町長（髙橋英夫君） ただいま議長から提案理由の説明を求められましたので、

議第３２号「藍住町副町長選任の同意について」、提案理由の説明を申し上げま

す。 

議第３２号につきましては、氏名、河原英治、選任年月日は令和６年４月１日で

あります。何とぞ御同意を賜りますようお願い申し上げます。以上、提案理由の説

明といたします。 

○議長（米本義博君） 議第３２号につきましては、ただいま町長から説明があり

ましたように、本案は、人事に関する案件でありますので、質疑、討論を省略し、

直ちに原案のとおり議決したいと思います。これに御異議ありませんか。  

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（米本義博君） 異議なしと認めます。 

したがって、議第３２号「藍住町副町長選任の同意について」は、氏名、河原英

治氏を選任同意することに決定しました。なお、選任年月日は令和６年４月１日で

あります。 

○議長（米本義博君） ここで、河原英治氏がおいでになりますので、御挨拶をお

願いします。 

〔河原英治氏、入場、登壇〕 

◎河原英治氏 ただいま御紹介をいただきました河原英治でございます。副町長の

選任に当たり、御賛同を賜り誠にありがとうございます。これから藍住町のさらな

る発展のため誠心誠意取り組んでまいる所存でございます。議員各位におかれまし

ては何とぞ御指導、御鞭撻のほど、よろしくお願いを申し上げまして、簡単ではご

ざいますが挨拶とさせていただきます。 

   〔河原英治氏、退場〕 

 

○議長（米本義博君） 日程第３０、議第３３号「藍住町副町長選任の同意につい

て」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 髙橋町長。 
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〔町長 髙橋英夫君登壇〕 

◎町長（髙橋英夫君） ただいま議長から提案理由の説明を求められましたので、

議第３３号「藍住町副町長選任の同意について」、提案理由の説明を申し上げま

す。 

議第３３号につきましては、氏名、齊藤秀樹、選任年月日は令和６年４月１日で

あります。何とぞ御同意を賜りますようお願い申し上げます。以上、提案理由の説

明といたします。 

○議長（米本義博君） 議第３３号につきましては、ただいま町長から説明があり

ましたように、本案は、人事に関する案件でありますので、質疑、討論を省略し、

直ちに原案のとおり議決したいと思います。これに御異議ありませんか。  

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（米本義博君） 異議なしと認めます。 

したがって、議第３３号「藍住町副町長選任の同意について」は、氏名、齊藤秀

樹氏を選任同意することに決定しました。なお、選任年月日は令和６年４月１日で

あります。 

○議長（米本義博君） ここで、齊藤秀樹氏がおいでになりますので、御挨拶をお

願いします。 

〔齊藤秀樹氏、入場、登壇〕 

◎齊藤秀樹氏 ただいま御紹介にあずかりました齊藤秀樹でございます。このたび

は副町長の選任に御同意を賜り誠にありがとうございます。身に余る光栄でありま

すとともにその職責の重さ、大きさに身の引き締まる思いであります。 

もとより微力ではございますが、これまで培ってきました行政経験をいかしなが

ら髙橋町長を補佐し、町勢発展のため誠心誠意務めてまいる所存であります。議員

の皆様におかれましては、どうか御指導、御鞭撻を賜りますよう心からお願いを申

し上げます。本日は誠にありがとうございました。 

〔齊藤秀樹氏、退場〕 

 

○議長（米本義博君） 日程第３１、発議第１２号「議員派遣の件について」を議

題とします。 

 本案は、お手元に配りましたとおり、議会運営委員会から議案として提出してい

ただいております。 
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 これは、藍住町議会会議規則第１２２条の規定により、議会の議決を求めるもの

であり、令和６年４月から令和７年３月までの議員派遣について、別紙、議員派遣

一覧表のとおり議員の派遣を行うものです。 

 なお、派遣月や派遣場所は予定のため、変更または確定された場合には、変更ま

たは確定年月日、派遣場所とします。 

 また、これら以外に議員派遣が必要となる場合には、その都度、手続きを行いた

いと思います。 

お諮りします。発議第１２号「議員派遣の件について」は、提案理由の説明、討

論、表決を省略し、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（米本義博君） 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第１２号「議員派遣の件について」は、お手元に配りましたと

おり派遣することに決定しました。 

 

○議長（米本義博君） 日程第３２、諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦につ

いて」を議題とします。 

 お諮りします。本件は、お手元にお配りしました意見のとおり、久次米貞美氏、 

賀治隆志氏については適任であるとの答申をしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（米本義博君） 異議なしと認めます。 

 したがって、諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について」は、お手元にお

配りいたしました意見のとおり、答申することに決定しました。 

 

○議長（米本義博君） 最後に、「委員会の閉会中の継続調査の件」を議題としま

す。 

各委員長から、目下、委員会において調査中の事件について、会議規則第７５条

の規定によって、お手元にお配りしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申

出があります。 

 お諮りします。委員長から申出書のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異

議ありませんか。 
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   〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（米本義博君） 異議なしと認めます。 

 したがって、委員長からの申出書のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定

しました。 

 

○議長（米本義博君） ここで、長い間、藍住町教育委員会教育長として務められ

ました青木教育長が退任されることになりますので、ただいまから御挨拶をお願い

します。 

 青木教育長。 

〔教育長 青木秀明君登壇〕 

◎教育長（青木秀明君） 私は任期満了につき、この３月末をもって教育長を退任

させていただきます。２期６年の間を振り返ってみますと、コロナ対応、それから

ＧＩＧＡスクールの推進といういわば突然の大きな課題が生じ、これに明け暮れた

ような感を持っております。たくさんの方々からの御支援をいただき今日まで務め

させていただきましたけれども、健康上の不安も感じるようになり、このたび退任

をさせていただきます。この間、議員の皆様にはさまざまな問題で大変御心配をお

かけすることもございましたけれども、その都度、貴重な御指導やら御指摘をいた

だき誠にありがとうございました。 

教育行政の世界も今後次々と想像を超えるような大きな課題が生じるものと、こ

れは間違いのないものと考えております。議員の皆様には教育行政に対する温かい

御支援を今後とも切にお願い申し上げまして、そしてまた、議員の皆様が御健勝に

て御活躍されることを祈念いたしまして、大変簡単ではございますけれども、お礼

かたがた退任の挨拶とさせていただきます。大変お世話になりました。 

 

○議長（米本義博君） 続きまして、藍住町副町長として務められました吉成副町

長が徳島県の定期異動により退任されることになりますので、ただいまから御挨拶

をお願いします。 

 吉成副町長。 

〔副町長 吉成浩二君登壇〕 

◎副町長（吉成浩二君） 退任に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。就任を

振り返りますと３年さまざまなことがありましたが、髙橋町長を補佐し、私なりに
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微力ではございますが精一杯務めさせていただきました。この間、議員各位、また

町民の皆様、そして職員の皆様に支えていただきまして、こうして務めることがで

きたものと厚く感謝をいたしております。また、議員各位には本会議、また委員

会、また各種会合でさまざまな御指導をいただきました。重ねてお礼を申し上げま

す。ありがとうございました。 

これで、県のほうにまた帰って仕事をさせていただくわけでございますが、藍住

町で勤務させていただいたことを忘れることなく、また精一杯務めてまいりたいと

考えております。最後になりますが、藍住町のますますの発展と議員各位の一層の

御活躍を祈念いたしまして、退任に当たっての御挨拶とさせていただきます。本当

にお世話になりました。ありがとうございました。 

 

○議長（米本義博君） ここで、議会閉会前の御挨拶を髙橋町長からお願いしま

す。 

 髙橋町長。 

   〔町長 髙橋英夫君登壇〕 

◎町長（髙橋英夫君） ３月議会閉会に当たりまして、一言お礼を申し上げます。

今議会は令和６年度の各種施策に対する予算案や条例案など提案申し上げました議

案につきまして、それぞれ所管の委員会や本会議において十分御審議を賜り、全議

案を御承認いただき、ありがとうございました。 

さらに、本日、追加提案いたしました副町長、教育長の人事案件につきまして

も、御同意いただき、重ねてお礼申し上げます。 

また、会期中におきましては、議員各位から子育て、教育、福祉、防災対策、環

境問題などさまざまな分野におきまして貴重な御意見、御提言を賜りましたことに

重ねてお礼を申し上げます。引き続き、本町の将来像を展望し、長期的な視点に立

ち、持続可能な行財政運営に取り組んでまいります。どうか、議員各位におかれま

しては、一層の御理解、御支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 最後に、皆様の御健勝をお祈り申し上げまして、議会閉会の御挨拶とさせていた

だきます。長期間にわたり誠にありがとうございました。 

 

○議長（米本義博君） 以上で、本定例会の会議に付されました事件は、全て終了

しました。 
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 議員、理事者各位におかれましては、年度末の何かとお忙しいところ御出席をい

ただき、御協力、誠にありがとうございました。 

これをもちまして、令和６年第１回藍住町議会定例会を閉会します。 

                                                  午前１０時３８分閉会 
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